
つくば市行政改革大綱

実施計画（行政改革マニフェスト）

平成22～26年度

平成２２年４月

つ く ば 市





目 次

……………………………………………実施計画（行政改革マニフェスト）について １

…………………………………………………………………………………○策定の目的 １

…………………………………………………………………………………○計画の性格 １

…………………………………………………………………………………○計画の期間 １

……………………………………………………………………………○計画の進行管理 １

……………………………………………………………………………○体系別実施目標 ２

…………………………………………………○計画における財政の縮減効果額の目標 ３

…………………………………実施計画（行政改革マニフェスト）の体系別実施項目 ４

………………………………………………１ 市民主体のまちづくりを推進します。 ４

………………………………………………………………(1) 市民協働のまちづくり ６

………………………………………………………………① 自治基本条例の制定 ６

………………………………………………② 相互扶助による市民活動の活性化 ６

……………………………………………………………③ 女性の市政参加の促進 ７

……………………………………………………………④ 市内研究機関との連携 ７

………………………………………………⑤ 市内研究機関等との包括協定締結 ８

……………………………………………………………………⑥ 広聴機能の強化 ８

…………………………………………………………⑦ 市民ニーズの的確な把握 ９

……………………………………………………………………⑧ 市民協働の推進 ９

……………………………………………………………⑨ 市民団体等の活性化 １０

……………………………………⑩ 市民協働による放課後子ども教室の推進 １０

…………………………………………………………………⑪ 出前講座の実施 １１

……………………………………………………⑫ 市民によるまち美化の推進 １１

………………………………………⑬ 市民主体の各種まつりイベントの実施 １２

……………………………………………⑭ つくばスタイルまちづくりの支援 １３

………………………………………⑮ まちの違反広告物追放推進制度の運用 １３

…………………………⑯ 公園緑地の里親制度（アダプトアパーク）の拡充 １４

………………………………⑰ 市道の里親制度（アダプトアロード）の推進 １４

……………………………………………………………⑱ 応急手当の普及促進 １４

………………⑲ 市民との協働実証による最先端の低炭素まちづくりの推進 １５

…………………………………………………………⑳ 図書館相互利用の推進 １６

…………………………○21 中央図書館におけるボランティア受入体制の整備 １６

…………………………(2) 地球環境との調和と共生に向けた取り組みの推進 １６

…………………………① コミュニティバス運行による環境負荷低減の推進 １６

………………………………………② 環境管理システム（ISO14001）の運用 １７

……………………③ 庁内における環境負荷の低減に向けた取り組みの推進 １７



………………………………………………………………(3) 市政の透明性の確保 １８

……………………………………………………① 行政手続制度の適切な運用 １８

……………………………………………………② 情報公開制度の適切な運用 １８

………………………………………………③ 会議公開制度による会議の公開 １９

………………………………………④ パブリックコメント制度の適切な運用 １９

…………………………………………………………⑤ 職員定員・給与の公表 ２０

…………………………………………………………………⑥ 財政事情の公表 ２０

…………………………………………………………(4) 安心・安全なまちづくり ２１

………………………………………① 危機管理指針・個別マニュアルの整備 ２１

…………………………………………………………② 市施設の耐震化の推進 ２１

…………………………③ 子育て総合支援センターによる子育て支援の充実 ２２

……………………………………２ 効率的な行政運営システムを構築します。 ２３

………………………………………………………(1) 経営の視点による行政運営 ２４

① NPM（ニューパブリックマネジメント）理論に基づく行政経営

……………………………………………………………………………の推進 ２４

……………………………………………………………② 行政評価制度の充実 ２４

……………………………………………………………③ 市民意識調査の実施 ２５

…………………………………………………④ 財務書類４表の作成及び活用 ２５

…………………………………………………………………(2) 事務事業の見直し ２６

……………………………………① 電子決裁（電子文書処理を含む）の拡充 ２６

……………………………………………………………② 個別外部監査の実施 ２６

………………………………………………③ 全庁的備品台帳システムの整備 ２７

……………………………………………………④ 公用車配車システムの整備 ２７

………………………………………………………………⑤ 各種手当の見直し ２７

……………………………………………………………………(3) 庁内分権の推進 ２８

………………………………………………① 決裁規程（意思決定）の見直し ２８

……………………………………………(4) 創造的かつ効率的な組織機構の構築 ２８

…………………………………………① 弾力的で活力のある組織運営の推進 ２８

………………………………………………………② 組織・機構の簡素合理化 ２９

………………………………………………③ 市立小中学校適正規模化の検討 ２９

……………………………………………④ 学校給食センター適正配置の推進 ３０

………………………………………………………………⑤ 幼保一元化の推進 ３０

………………………………………⑥ 公立幼稚園における預かり保育の実施 ３１

……………………………………………………………(5) 入札・契約制度の改善 ３１

…………………………………………………① 入札・契約事務の適正な執行 ３１

………………………………………………② 総合評価方式による入札の実施 ３２

…………………………………………………………………③ 電子入札の推進 ３２

……………………………………………④ 入札事務評価委員会の適切な運営 ３３



………………………………………………………⑤ 建設業者表彰制度の運用 ３３

……………………………………………………３ 健全な財政運営を推進します。 ３４

………………………………………………(1) 中長期的視点に立った財政の運営 ３６

…………………………………………………………………① 経常経費の削減 ３６

……………………………………………………② 特別会計事業の適切な運営 ３６

…………………………………………………………………③ 予算の重点配分 ３６

……………………………………………………………④ 医療費適正化の推進 ３７

…………………………………………………………………………(2) 歳入の確保 ３８

………………………………………………………① 市税等の滞納額の縮減等 ３８

……………………………………② 企業誘致による税収の確保・雇用の確保 ４３

………………………………………………③ 国・県補助金等の積極的な活用 ４３

……………………………………………………………④ 自主財源確保の研究 ４４

………………………………………………⑤ 未利用財産の売り払い等の実施 ４４

………………………………………⑥ 広告収入等を活用した財源確保の推進 ４５

……………………………………………………………⑦ 下水道への加入促進 ４５

……………………………(3) 適正な受益者負担に基づく行政サービスの提供 ４６

………………………………………………………① 適正な受益者負担の確保 ４６

………………………………………………………② 使用料・手数料の見直し ４６

………………………………………………③ 市関連駐車場使用料金の適正化 ４７

……………………………………④ 公立保育所延長保育利用料金徴収の検討 ４７

………………………………………………⑤ 放課後児童クラブ利用料の設定 ４７

………………………………………⑥ 粗大ごみ有料戸別収集システムの運用 ４８

………………………………………………………⑦ 家庭系ごみ有料化の検討 ４８

……………………………………………………………(4) 補助金等の適正な執行 ４９

……………………………………………………………① 補助金制度の適正化 ４９

………………………………………② 産業振興に対する補助制度の適正執行 ４９

………………………………③ 米飯給食政府助成金差額助成事業廃止の検討 ５０

………………………………………………………(5) 地方公営企業の経営健全化 ５０

………………………………………………………① 市立病院のあり方の検討 ５０

……………………② 地域水道ビジョン及び水道事業基本計画の策定・運用 ５１

……………………………………………………………③ 上水道への加入促進 ５１

………………………４ 人材育成と効果的な人事システムの構築を図ります。 ５３

……………………………………………………(1) 職員の意識改革と人材の育成 ５４

……………………………………………………………① 職員提案制度の活用 ５４

…………………………………………………………② 職場内機会均等の促進 ５４

………………………………………③ 男女共同参画連絡調整員の配置・活用 ５４

……………………………………④ 職員の意識改革に向けた取り組みの実施 ５５



…………………………………………………………………⑤ 人事交流の促進 ５５

…………………………………………………………⑥ 管理職昇格制度の運用 ５６

…………………………………………………⑦ ジョブローテーションの実施 ５６

…………………………………………………⑧ インターンシップ事業の推進 ５７

………………………………………………………(2) 職員数と人事配置の適正化 ５７

…………………………………………………………① 定員適正化計画の推進 ５７

…………………………………………………………② 職員再任用制度の活用 ５８

…………………………………………………………③ 複線型人事管理の導入 ５８

…………………………………………④ 部長意見を重視した人事異動の実施 ５９

………………………………………………………⑤ 勧奨退職制度活用の検討 ５９

………………………………………………………………(3) 人事評価制度の確立 ６０

……………………………………………………………① 人事評価制度の充実 ６０

……………………………………………………………② 目標管理制度の推進 ６０

……………………………………………５ 公共施設等の適正な整備を進めます。 ６２

…………………………………………………(1) 人にやさしい公共施設等の整備 ６３

……………………………………………① ユニバーサルデザイン事業の実施 ６３

……………………………………………………………(2) 公共工事コストの縮減 ６３

……………………① 国，県の公共工事コスト縮減対策に準じた施策の推進 ６３

…………………………………………② 工事設計段階における資材の再利用 ６４

…………………………………………………………(3) 公共施設等の適切な運営 ６４

……………………………………………………① 市公共施設のあり方の検討 ６４

……………………………………………………………② 旧庁舎跡利用の検討 ６５

………………………………………………………③ 公民館等のあり方の検討 ６５

……………………………………………６ 民間活力の積極的な活用を進めます。 ６６

…………………………………………………(1) 民間活力の活用による施設整備 ６７

……………………………………① ＰＦＩ事業方式，リース方式導入の検討 ６７

……………………………………(2) 民間活力の活用による公共サービスの提供 ６７

…………………………………………………………① 指定管理者制度の活用 ６７

② 待機児童解消に向けた民間保育所の拡充及び公立保育所民営化

……………………………………………………………………………の検討 ６８

…………………………………………③ 公立幼稚園の再編と民間活力の活用 ６８

…………………………………④ 地籍調査事業における一部民間委託の推進 ６９

……………………………………………７ 行政サービスの質的向上を図ります。 ７０

…………………………………………………………………(1) 市民満足度の向上 ７１

……………………………………① 土日開庁による市民窓口サービスの向上 ７１



……………② 品質管理の国際標準規格(ISO9001)の認証維持と適切な運営 ７１

……………………………………………………③ 職員の接遇能力向上の推進 ７２

………………………………………………④ 在住外国人に対する支援の推進 ７２

…………………………………………………⑤ 図書郵送貸出サービスの実施 ７３

………………………………………………………………⑥ 図書館情報の提供 ７３

…………………………………………………………⑦ 施設間メール便の実施 ７４

………………………………(2) 窓口事務の総合化（ワンストップサービス） ７４

…………………………………………………① ワンストップサービスの拡充 ７４

………………………………………………② 事務事業のマニュアル化の推進 ７５

…………………………………………………………………③ ＩＴ研修の実施 ７５

……………………………(3) ＩＴ（情報技術）を活用した行政事務の効率化 ７６

……………………………………① 電子申請及び施設予約の電子化等の拡充 ７６

……………………………………………………② イントラネットの活用推進 ７６

…………………………③ 総合的なコミュニティ・ネットワーク機能の構築 ７７

…………………………………④ 実効性のある情報セキュリティ対策の充実 ７７

⑤ インターネットを活用した各種申請書・届出様式の市民向けダウン

…………………………………………………………ロードサービスの拡充 ７８

…………………………………………………………………⑥ 工事情報の提供 ７９

………………………⑦ 中央図書館と公民館図書室とのオンライン化の運用 ７９

⑧ 市議会定例会，臨時会，各委員会等の会議録の市ホームページへの

………………………………………………………………………………掲載 ８０

………………………………………８ 外郭団体の効率的な運営を目指します。 ８１

…………………………………………………………① 出資法人の経営健全化 ８１

………………………………………………………② 外郭団体等の適正な運営 ８２

…………………………………………③ つくば市区会連合会の自主的な運営 ８２

……………………………………④ 各種まつりイベントへの補助金の見直し ８３





- 1 -

実施計画（行政改革マニフェスト）について

○策定の目的

つくば市では，これまでの行政改革への取り組みを踏まえ，市を取り巻く環境の変化

に対応した新しい時代にふさわしい行政システムを構築する指針として，平成１６年２

月に第２次行政改革大綱を策定しました。そして，この大綱に掲げられている推進目標

を実効性のある形で実現していくために，実施計画を策定し，これまで取り組んできま

した。

このたび，現在取り組んでいる実施計画（集中改革プラン）が平成２１年度をもって

終了し，また，平成２２年５月の新庁舎開庁を踏まえ，さらなる行政改革に取り組むた

めに新たな実施計画（行政改革マニフェスト）を策定するものです。

（第２次行政改革大綱ＵＲＬ：http://www.city.tsukuba.ibaraki.jp/13/885/821/000836.html）

○計画の性格

実施計画（行政改革マニフェスト）は，大綱において示された行政改革の方向性に基

づき，計画期間における改革の具体的な実施項目をとりまとめたものです。

なお，項目にある数値目標や削減額等は，原則的に平成２０年度を基準としています。

また，行政改革の進捗状況や市政を取り巻く状況の変化に応じて，計画期間中に追加，

変更すべき項目等が出てきた場合には，実施計画（行政改革マニフェスト）の内容を修

正するものとします。

○計画期間

実施計画（行政改革マニフェスト）の期間は，平成２２年度から平成２６年度までの

５か年間とします。

なお，平成２０年度の実績と平成２１年度の実績見込みを併記するものとします。

○計画の進行管理

実施計画（行政改革マニフェスト）は，行政改革推進本部において，進行管理してい

きます。

また，進捗状況については，各年度終了後に実施状況などの総括を行い，市の広報紙

やホームページ等において，公表していきます。
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○体系別実施目標

１ 市民主体のまちづくりを推進します。（Ｐ４）

・ より効果的で効率的な都市経営による協働のまちづくりを推進します。

・ 市民や企業，研究機関など多様な主体の連携範囲を明確化します。

・ 社会情勢に即応し，行政の果たすべき役割を再構築します。

２ 効率的な行政運営システムを構築します。（Ｐ２３）

・ 簡素で効率的な組織体制や縦割り行政の弊害を解消する行政経営システムを構築

します。

・ 行政評価制度に基づく事業全般の検証と見直しを行います。

３ 健全な財政運営を推進します。（Ｐ３４）

・ 財政健全化法に基づく健全化判断比率において，実質公債費比率を１４％以下，

将来負担比率１００％以下を目指します。

・ 実質赤字比率，連結実質赤字比率ともに，赤字とならない健全な財政運営を目指

します。

・ 徹底したコストの縮減と市税等の適正な賦課・徴収や受益者負担の適正化，市有

財産の有効活用等により自主財源の確保に努めます。

・ 特別会計や公営企業会計の健全化を図ります。

４ 人材育成と効果的な人事システムの構築を図ります。（Ｐ５３）

・ 社会情勢の変化を的確に把握し，経営感覚とコスト意識を持って職務を遂行する

職員を育成します。

・ 職員の資質を向上し効率的な行政運営を実践することにより，職員定員の適正化

を推進し，市民１万人当たりの職員数８０人以下を目指します。

・ 体系的かつ実践的な人材育成プログラムの構築と客観的な能力評価に基づく人事

評価制度の効果的な活用を図ります。

５ 公共施設等の適正な整備を進めます。（Ｐ６２）

・ 市民の利便性向上や安全性の確保，ライフサイクルコストの縮減等の視点に立ち，

将来財政計画との整合等を踏まえ公共施設の再配置計画を策定します。

・ ユニバーサルデザインの考えを取り入れた施設整備を進めます。

６ 民間活力の積極的な活用を進めます。（Ｐ６６）

・ 各事務事業の実施に当たり，ＮＰＯや企業等民間の経営感覚や手法等を取り入れ

た事務の推進を図ります。

・ 行政が自ら実施するよりも民間事業者等に委ねた方が効率的，又は，より質の向

上が期待できる事務事業について，アウトソーシングを図ります。
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７ 行政サービスの質的向上を図ります。（Ｐ７０）

・ 行政機能の強化と機動力の向上等，新庁舎建設の効果を積極的に活用し，市民満

足度県内一の窓口サービスを目指します。

・ 従前の枠にとらわれない企業経営の視点に立った自治体経営に取り組み，行政サ

ービスの効率化と質的向上を図ります。

８ 外郭団体の効率的な運営を目指します。（Ｐ８１）

・ 安定的な事業収益の確保や運営コストの適正化など経営内容全般に関し，適切な

指導や助言等を行い経営の健全化を目指します。

・ 自主独立による団体運営が図れるよう推進します。

○計画における財政の縮減効果額の目標

・ 計画期間内（平成２２年度から平成２６年度）で３４億円以上
（※）

の財政縮減効

果額を目指します。

※ 各実施項目で掲げている縮減効果目標額の合計が，約34億円になります。
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実施計画（行政改革マニフェスト）の体系別実施項目

１ 市民主体のまちづくりを推進します。

・より効果的で効率的な都市経営による協働のまちづくりを推進します。

・市民や企業，研究機関など多様な主体の連携範囲を明確化します。

・社会情勢に即応し，行政の果たすべき役割を再構築します。

（１）市民協働のまちづくり

①自治基本条例の制定

②相互扶助による市民活動の活性化

③女性の市政参加の促進

④市内研究機関との連携

⑤市内研究機関等との包括協定締結

⑥広聴機能の強化

⑦市民ニーズの的確な把握

⑧市民協働の推進

⑨市民団体等の活性化

⑩市民協働による放課後子ども教室の推進

⑪出前講座の実施

⑫市民によるまち美化の推進

⑬市民主体の各種まつりイベントの実施

⑭つくばスタイルまちづくりの支援

⑮まちの違反広告物追放推進制度の運用

⑯公園緑地の里親制度（アダプトアパーク）の拡充

⑰市道の里親制度（アダプトアロード）の推進

⑱応急手当の普及促進

⑲市民との協働実証による最先端の低炭素まちづくりの推進

⑳図書館相互利用の推進

○21中央図書館におけるボランティア受入体制の整備

（２）地球環境との調和と共生に向けた取り組みの推進

①コミュニティバス運行による環境負荷低減の推進

②環境管理システム（ISO14001）の運用

③庁内における環境負荷の低減に向けた取り組みの推進
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（３）市政の透明性の確保

①行政手続制度の適切な運用

②情報公開制度の適切な運用

③会議公開制度による会議の公開

④パブリックコメント制度の適切な運用

⑤職員定員・給与の公表

⑥財政事情の公表

（４）安心・安全なまちづくり

①危機管理指針・個別マニュアルの整備

②市施設の耐震化の推進

③子育て総合支援センターによる子育て支援の充実



- 6 -

(1) 市民協働のまちづくり

① 実 施 自治基本条例の制定 担当 総務部

項 目 部署 総務課

概 要 まちづくりの基本理念のほか，それを実現するための基本原則，市民の権利や責

務，行政や議会の組織・運営・活動に関する事項といった，まちづくりの基本ルー

ルを定める。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度

（実績）

21年度 自治基本条例の制定に向けた取組

職員研修

22年度 自治基本条例の制定に向けた取組

条例骨子の検討

市民対話の実施

23年度 自治基本条例の制定に向けた取組

条例案の検討

パブリックコメント

条例の制定

24年度 自治基本条例の施行

25年度 運用

26年度 運用

② 実 施 相互扶助による市民活動の活性化 担当 市長公室

項 目 部署 政策審議室

概 要 つくば市の発展を願う方々からの善意の寄附を，市の事業や地域貢献に取り組む

まちづくり活動団体への事業支援に役立てるとともに，寄附金の活用状況の公表や

関係者の表彰などを通して，「つくば」を想う方々の輪を広げる「アイラブつくば

キャンペーン」を推進する。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度

（実績）

21年度 まちづくり寄附規則を制定し，寄附金申込手続きを明確化するとともに，キャンペ

ーンの周知・広報活動を実施した。まちづくり活動団体への事業支援についての制

度を制定し，提案を募集した。 事業提案数：20件，寄附金額：3,000千円

22年度 まちづくり活動団体からの提案事業を募集・実施し，寄附金の活用サイクルを確立

させる。また，キャンペーンの周知・広報活動を実施する。

23年度 まちづくり活動団体からの提案事業を募集・実施する。
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キャンペーンの周知・広報活動を実施する。

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施〈目標〉事業実施数：100件以上（事業規模：１億円程度）

③ 実 施 女性の市政参加の促進 担当 市民部市民活動課男女共同参画

項 目 部署 室，全課等

概 要 市政運営に関する審議会等において，一方の性が構成員の30％を割らないよう努

める。また，毎年度構成員の男女比率についてとりまとめ公表する。

（関連計画：つくば市男女共同参画推進基本計画）

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 ・審議会等における女性の比率（男女共同参画室）

（実績） 平成20年4月1日現在 23.5％（市全体）

21年度 ・審議会等における女性の比率（男女共同参画室）

平成21年4月1日現在 23.0％（市全体）

22年度 継続実施〈目標〉女性の割合：30％（市全体）

23年度 継続実施〈目標〉同上

24年度 継続実施〈目標〉同上

25年度 継続実施〈目標〉同上

26年度 継続実施〈目標〉同上

④ 実 施 市内研究機関との連携 担当 市長公室

項 目 部署 政策審議室

概 要 筑波研究学園都市を構成する大学，研究機関及び企業と協働して，科学技術の振

興を図るとともに，市民のためのまちづくりを目指す地域内連携を促進する。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 つくば市環境都市の推進に関する協定締結

（実績） つくば３Ｅフォーラム会議の開催

21年度 グランドデザイン策定

つくばサイエンスインフォメーションセンター開設

筑波研究学園都市交流協議会へ職員１名を派遣

つくば３Ｅフォーラム会議の開催

22年度 実験タウンモニタリング協定

つくば市科学技術振興方針(案)の検討

23年度 つくば市科学技術振興方針の作成

24年度 つくば市科学技術振興方針の実施（自治基本条例との連携）

25年度 継続実施
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26年度 継続実施

⑤ 実 施 市内研究機関等との包括協定締結 担当 市長公室

項 目 部署 政策審議室

概 要 互いの活動に関し，相互協力を図ることにより市民の安全・安心を確保するとと

もに，市民の良好な生活環境が確保された地域社会の持続的な発展に資することを

目的に基本協定の締結を進める。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 平成20年６月に独立行政法人産業技術総合研究所と相互協力の促進に関する基本協

（実績） 定を締結。 協定締結数：１件

21年度 大学共同利用機関法人高エネルギー研究機構と放射線災害対策に対する協力等に関

する個別協定及び包括的な協定を締結。 協定締結数：１件

22年度 引き続き市内研究機関との包括協定の締結を進める。

〈目標〉協定締結数：３件

23年度 引き続き市内研究機関との包括協定の締結を進める。

〈目標〉協定締結数：３件

24年度 協定書の運用

25年度 継続実施

26年度 継続実施

⑥ 実 施 広聴機能の強化 担当 市長公室

項 目 部署 広報広聴課

概 要 積極的な広報広聴活動のひとつとして，市長が地域に出向き，市民との懇談の中

で市政の現状や課題について説明をするとともに，市民から直接意見を伺うことを

目的として市政地区別懇談会(地区コン)を実施する。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度

（実績）

21年度 中学校区(市内14中学校）を対象に実施。茎崎地区，筑波地区，大穂地区，豊里地

区の８か所。参加市民：450人

22年度 中学校区(市内14中学校）を対象に実施。〈目標〉９か所，540人

23年度 継続実施 〈目標〉９か所，630人

24年度 継続実施 〈目標〉９か所，720人

25年度 継続実施 〈目標〉９か所，810人

26年度 継続実施 〈目標〉９か所，900人
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⑦ 実 施 市民ニーズの的確な把握 担当 市長公室

項 目 部署 広報広聴課

概 要 各種広報広聴活動による市民からの意見・提言等の回答状況は担当課だけに留め

ず，データベース化して活用するとともに，広く市民に関わる内容は「よくある要

望Ｑ&Ａ」としてホームページに掲載する。また，市民ニーズを適宜把握するため

隔年で市民アンケートを実施する。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 平成20年度苦情・要望については，イントラネット「市民の声支援システム」によ

（実績） り事務処理しデータベース化した。

21年度 市長へのたより・メール（よくある要望Ｑ&Ａ）掲載（8件）

広報つくば満足度調査を実施（市民2,000人）

22年度 市長へのたより・メール（よくある要望Ｑ&Ａ）掲載（20件）

23年度 市長へのたより・メール（よくある要望Ｑ&Ａ）掲載（20件）

広報つくば満足度調査を実施（市民2,000人）

24年度 市長へのたより・メール（よくある要望Ｑ&Ａ）掲載（20件）

25年度 市長へのたより・メール（よくある要望Ｑ&Ａ）掲載（20件）

広報つくば満足度調査を実施（市民2,000人）

26年度 市長へのたより・メール（よくある要望Ｑ&Ａ）掲載（20件）

⑧ 実 施 市民協働の推進 担当 市民部

項 目 部署 市民活動課

概 要 市民，市民団体，企業及び行政が対等な立場で，お互いによきパートナーとして，

まちづくりの役割を分担し協働していくことを目的として策定された「市民協働ガ

イドライン」に基づき，多様化する市民ニーズや地域の課題を的確に捉えた公共サ

ービスの提供を目指す。（関連計画：つくば市市民協働ガイドライン）

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 「市民協働ガイドライン」の策定

（実績）

21年度 「市民協働ガイドライン」に基づく，各種計画の推進

22年度 継続実施

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施
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⑨ 実 施 市民団体等の活性化 担当 市民部

項 目 部署 市民活動課

概 要 ＮＰＯやボランティア団体による多様な特性・能力を生かした市民活動を進める

とともに，市民活動に関する情報収集や情報提供等のほか，各種学習会や交流等の

場を提供し，市民が行う社会貢献活動を支援し活性化を図る。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 市民活動センターの管理運営を指定管理者制度に移行し，更なる情報の収集・提供

（実績） や会議室等の場の提供，講座等の開催，相談等の対応等を積極的に実施し市民活動

の活性化を図った。

来館者数：11,669人，会議室利用件数：517件，講座等の参加者数：516人

21年度 継続実施

来館者数：11,930人，会議室利用件数：522件，講座等の参加者数：521人

22年度 継続実施

〈目標〉来館者数：12,200人，会議室利用件数：530件，講座等の参加者数：530人

23年度 継続実施

〈目標〉来館者数：12,400人，会議室利用件数：535件，講座等の参加者数：535人

24年度 継続実施

〈目標〉来館者数：12,680人，会議室利用件数：540件，講座等の参加者数：540人

25年度 継続実施

〈目標〉来館者数：12,970人，会議室利用件数：545件，講座等の参加者数：545人

26年度 継続実施

〈目標〉来館者数：13,320人，会議室利用件数：550件，講座等の参加者数：550人

⑩ 実 施 市民協働による放課後子ども教室の推進 担当 教育委員会事務局

項 目 部署 教育指導課

概 要 学校の余裕教室等を利用して，放課後の時間に子どもたちが様々な体験活動や交

流活動を行い，安心・安全に過ごせる居場所づくりを進めるとともに，地域住民が

指導者やボランティアとして携わることで，地域で子どもを育む教育力の向上を図

る。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 児童クラブのない筑波地区の小学校を中心に実施

（実績） 小学校８校で55回実施，参加者：児童1,470人，指導者・ボランティア339人

21年度 継続実施 実施校10校，指導者・ボランティア延べ360人

22年度 地域を拡大して実施〈目標〉実施校16校，指導者・ボランティア延べ860人

23年度 地域を拡大して実施〈目標〉実施校27校，指導者・ボランティア延べ2,210人

24年度 地域を拡大して実施〈目標〉実施校37校，指導者・ボランティア延べ3,130人
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25年度 継続実施〈目標〉同上

26年度 継続実施〈目標〉同上

⑪ 実 施 出前講座の実施 担当 市民部

項 目 部署 生涯学習課

概 要 行政施策等を市民に理解してもらう機会を積極的に提供することで，市民と行政

のパートナーシップを形成しながら，市民と行政の協働によるまちづくりの推進を

図る。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 各課ごとに対応していた出前講座を，生涯学習課が窓口となり取りまとめた。

（実績） ７領域52講座の講座内容をメニュー一覧にまとめ，ＨＰ，広報紙，チラシ等で市

民に周知した。各課で直接対応した講座を含め総計656回の講座を実施した。

21年度 講座メニューの見直し，市民への周知，講座の開催

660講座開催，新規メニュー２講座追加

22年度 現在の行政編に加え市民編や企業団体編等，ジャンルを分けて指導者情報や先進技

術紹介等，総合的に実施していく。 〈目標〉新規メニュー20講座追加

23年度 継続実施 〈目標〉新規メニュー10講座追加

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

⑫ 実 施 市民によるまち美化の推進 担当 環境生活部

項 目 部署 環境政策課

概 要 ごみのポイ捨て，ペットのふん放置，歩きたばこなどの迷惑行為により，市民生

活環境や自然環境への影響が危惧されていることから，条例の制定や具体的かつ実

践的な行動計画を策定し，市民・事業者・行政の協働によるきれいで清潔なまちつ

くばを目指していく。（関連計画：第２次つくば市環境基本計画）

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 環境美化推進会議において行動計画の各事業の取り組み状況について進捗管理を

（実績） 行った。

市民活動の育成及び支援として，環境美化活動支援要項を制定するとともに「ま

ち美化の集い」を開催した。

また，市民・事業者・市で協働してきれいなまちづくりに取り組むことを目的に

きれいなまちづくり実行委員会を設立した。

21年度 行動計画事業の進捗管理

環境美化活動支援

きれいなまちづくり実行委員会で，「落書き消し」「環境美化イベント」を開催
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22年度 条例及び行動計画の見直し

環境美化活動支援

きれいなまちづくり実行委員会による環境美化活動及び啓発

23年度 条例及び行動計画に基づく事業の実施

環境美化活動支援

きれいなまちづくり実行委員会による環境美化活動及び啓発

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

⑬ 実 施 市民主体の各種まつりイベントの実施 担当 経済部

項 目 部署 観光物産課

概 要 各種まつりイベントへの一般市民の参加を呼びかけ，市民主体のイベントにして

いく。また，観光物産課が所管している「まつりつくば等」の実行委員会事務局に

ついては，そのあり方について民間組織であるつくば市商工会等と協議していく。

まずは，まつりつくばから始める。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 まつりつくば実施に伴う周知看板の設置などについては，観光物産課職員が中心で

（実績） 行っていたが徐々に市民中心で作業にあたるようになった。

まつり実施に伴う市民ボランティアの参加人数：50人

21年度 まつりつくば実施に伴う周知看板の設置に加え，交通整理，ゴミ収集作業に一般市

民の方が参加するようになった。 市民ボランティアの参加人数：110人

22年度 まつりつくば実施に伴う市民ボランティアをさらに増やしていく。

〈目標〉市民ボランティアの参加人数：200人

23年度 まつりつくば実施に伴う市民ボランティアをさらに増やしていく。併せて，実行委

員会方式のイベントを市民・民間主導に移行していく方策を検討する。

〈目標〉市民ボランティアの参加人数：200人，検討会議６回

24年度 まつりつくば実施に伴う市民ボランティアをさらに増やしていく。併せて，実行委

員会方式イベントを市民・民間主導に移行するための具体的作業を開始。

〈目標〉市民ボランティアの参加人数：300人，検討会議６回，具体的作業６回

25年度 各種まつり実施に伴う市民ボランティアを増やしていく。併せて，実行委員会方式

イベントを市民・民間主導に移行するための具体的作業を継続。

〈目標〉市民ボランティアの参加人数：350人，検討会議６回，具体的作業６回

26年度 各種まつり実施に伴う市民ボランティアを増やしていく。併せて，実行委員会方式

イベントを市民・民間主導に移行するための具体的作業を継続。

〈目標〉市民ボランティアの参加人数：400人，検討会議６回，具体的作業６回
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⑭ 実 施 つくばスタイルまちづくりの支援 担当 都市建設部

項 目 部署 都市計画課

概 要 平成14年都市計画法の改正により，都市計画提案制度が創設され，地域の特性や

意向を踏まえた，「まちづくり」が求められていることから，都市計画制度等の仕

組みについてアドバイザーの派遣など団体への支援を行なう。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 筑波大学との連携により，まちづくり支援の先進地からの資料収集を行い，事例を

（実績） もとに制度素案づくり。

21年度 「つくば市地域まちづくり活動への支援に関する規則」平成21年7月31日公布

アドバイザ－等の派遣・登録に関する規則の制度化

ＷＳにより，都市計画テキスト本の作成

22年度 まちづくり支援制度の啓蒙活動，支援団体の登録，アドバイザーやまちづくり専門

家の登録

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

⑮ 実 施 まちの違反広告物追放推進制度の推進 担当 都市建設部

項 目 部署 都市計画課

概 要 美しいまちの景観や自然景観を守るため，市へ登録し認定された自治会や商店会，

企業，ボランティア団体等が自主的に違反広告物の除去活動を実施する。

（関連計画：つくば市景観計画）

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 16団体，381名の方々が登録し認定を受け，自主的に電柱や街路樹等に掲出された

（実績） 簡易除却違反広告物の撤去活動を実施。

簡易除却違反広告物（はり紙，はり札，立看板等）：674枚

21年度 15団体361名が登録し，簡易除却違反広告物の撤去活動を実施。

上半期除却枚数（４月から９月）：303枚

22年度 推進団体を広報紙等を活用して広く募集し，地域による活動の輪を広めることで，

地域住民の違反広告物への関心を高め掲出数の減少を目指していく。

23年度 制度を広く周知させ，活動の推進を図る。

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施
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⑯ 実 施 公園緑地の里親制度（アダプトアパーク） 担当 都市建設部

項 目 の拡充 部署 都市施設課

概 要 身近な公園緑地における花植えや美化活動などを行なう里親制度アダプトアパー

クについて，対象公園緑地を増やすとともに樹木の剪定など作業内容の充実を図る。

市は作業用品の貸与やごみ回収を実施する。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 31公園に25団体が延べ人数1,262人により活動中。活動回数は，年４回～24回で主

（実績） に清掃作業を中心に実施した。

21年度 31公園に27団体が1,286人の会員により活動。花壇活動及び清掃作業を中心に年４

回～24回実施。

22年度 継続実施〈目標〉前年比 団体数１団体増（平成20年度比３団体増）

23年度 継続実施〈目標〉 同上 （平成20年度比４団体増）

24年度 継続実施〈目標〉 同上 （平成20年度比５団体増）

25年度 継続実施〈目標〉 同上 （平成20年度比６団体増）

26年度 継続実施〈目標〉 同上 （平成20年度比７団体増）

⑰ 実 施 市道の里親制度（アダプトアロード）の 担当 都市建設部

項 目 推進 部署 道路課

概 要 道路の一定区間について，地域のボランティア団体等が自分の施設であるかのよ

うな愛着を持って，美化作業や清掃活動を行う。市は，作業道具の貸与やごみ回収

など活動の支援を行う。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 アダプト・ア・ロードの参加団体は，前年同様８団体であり，清掃活動や美化活動

（実績） を延べ日数190日間，年間延べ人数1,192人が活動を行った。

21年度 アダプト・ア・ロードの参加団体は，前年同様８団体であり，清掃活動や美化活動

を延べ日数200日間，年間延べ人数1,251人が活動を行った。

22年度 継続実施

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

⑱ 実 施 応急手当の普及促進 担当 消防本部

項 目 部署 警防課

概 要 各種災害現場における重症者の救命率向上を図るため，災害現場に救急隊員が到

着するまでの時間に適切な応急手当が実施できる要員の確保を目指し，市民に心肺
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蘇生法などの応急手当方法を普及させる。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 従来から実施している事業所，学校及び各種団体に対する講習については，受講者

（実績） からの感想，意見等を次の講習会に反映し，さらなる応急手当普及推進に努めた。

受講者数：4,304人

21年度 従来から実施している講習会の他に，個人での講習受講希望者に対しての行政サー

ビスとして，毎月１回大穂公民館で講習会を実施。 受講者数：2,658人

22年度 各種団体への応急手当講習実施，催事における救急広報活動，個人参加者への応急

手当講習実施，自治会活用の応急手当普及活動 〈目標〉受講者数：2,000人

23年度 継続実施 〈目標〉 同上

24年度 継続実施 〈目標〉 同上

25年度 継続実施 〈目標〉 同上

26年度 継続実施 〈目標〉 同上

⑲ 実 施 市民との協働実証による最先端の低炭素 担当 市長公室政策審議室環境都市推進

項 目 まちづくりの推進 部署 室，関係各課等

概 要 市域の研究所などが有する最先端の地球温暖化対策の技術・実証を主要なツール

とするまちづくりを市民の暮らしのフィールドの中で進め，最先端技術を早期社会

還元・普及させ，市民の暮らしにマッチした最先端の低炭素なまちを創り上げる。

（関連計画：つくば環境スタイル）

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 市民，企業，大学・研究機関，行政等の各主体で構成するつくば市環境都市推進委

（実績） 員会において，2030年に市域の二酸化炭素50％削減を目標に掲げた「つくば環境ス

タイル行動計画」を策定し，その中に市民との協働実証による低炭素まちづくりの

推進を盛り込んだ【実験低炭素タウンの構築】を掲げた。

21年度 つくば市環境都市推進委員会の下に，具現化のための課題を解決し，その道筋づく

りを目的とする「実験タウンタスクフォース」を設置し，検討を開始した。また，

課題の整理や技術シーズ調査などを行った。

22年度 実験タウンタスクフォースを通じた検討（市民ニーズの把握，税制等の活用方策の

検討，企業等の参画意向，スクリーニング等）

23年度 実験タウンタスクフォースを通じた検討（TX 沿線開発エリアにおいて居住者との

連携のもと，街区単位で低炭素環境を実証するための技術の集中導入方策，モニタ

リング手法等）

24年度 実験タウンタスクフォースを通じた検討（TX 沿線開発エリアにおいて近未来の実

用化技術を，法・制度面においても先取りした実証実験住宅の整備，活用方策等）

25年度 これまでの検証と新たな実施内容の計画立案

26年度 新たな計画に基づいた展開
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⑳ 実 施 図書館相互利用の推進 担当 市長公室政策審議室

項 目 部署 教育委員会事務局教育総務課

中央図書館

概 要 筑波大学，研究機関及びつくば市の図書館について，相互に連携するネットワー

クを構築し，各図書館の図書を市民が利用できるよう，筑波研究学園都市交流協議

会と協力し検討する。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度

（実績）

21年度

22年度 図書館相互利用ネットワーク構築の検討

23年度 図書館相互利用ネットワーク構築の検討

24年度

25年度

26年度

○21 実 施 中央図書館におけるボランティア受入体 担当 教育委員会事務局

項 目 制の整備 部署 中央図書館

概 要 図書館に関心のある市民が積極的に図書館運営に参加できる環境を整備し，市民

参加型の運営に努める。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 継続実施 活動項目数：９項目，登録人数：150人

（実績）

21年度 継続実施

22年度 継続実施

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

(２) 地球環境の調和と共生に向けた取り組みの推進

① 実 施 コミュニティバス運行による環境負荷低 担当 市長公室

項 目 減の推進 部署 交通政策課

概 要 更なる利便性の向上と環境負荷の低減，財政負担の軽減等を目指し，新たな市内

公共交通網の再編に取り組む。（関連計画：つくば市地域公共交通総合連携計画）

年 度 実 施 予 定 内 容
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20年度 市内のバスを中心として公共交通に対する現況整理やバス利用者等の意向把握のた

（実績） めに「公共交通検討調査」を行った。

21年度 国費導入に向けて，法定協議会を組織し，平成23年度以降の市内公共交通連携計画

を策定。

22年度 連携計画の周知，連携計画の実施に向けた事業調査，詳細運行計画の策定

23年度 連携計画に基づく実証運行開始

24年度 PDCA サイクルによる実証運行継続

25年度 継続実施

26年度 継続実施

② 実 施 環境管理システム（ISO14001）の運用 担当 環境生活部

項 目 部署 環境政策課

概 要 市役所が，環境管理システムの適正な運用を図りながら，環境負荷を低減する環

境改善を図ることで，市域全体の環境改善を推進する。

（関連計画：第２次つくば市環境基本計画）

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 環境管理システムの運用継続実施，地球温暖化対策実行計画の運用継続実施

（実績） 省エネ・省資源の取組により経費効果で11,800千円削減（平成14年度比）

21年度 環境管理システムと地球温暖化対策実行計画を継続して運用するとともに新庁舎に

対応したシステム等の見直し

省エネ・省資源の取組により経費効果で10,000千円削減（平成14年度比）

22年度 環境管理システムと地球温暖化対策実行計画を継続して運用

庁舎移転に伴う認証変更

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

③ 実 施 庁内における環境負荷の低減に向けた取 担当 財務部

項 目 り組みの推進 部署 管財課

概 要 エネルギー使用料の削減等，環境負荷の低減に向けた取り組みを推進するため，

各庁舎の電気使用量，水使用量の削減に努める。また，公用自動車導入の際には低

排出ガス車への切り換えに努める。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 各庁舎の電気及び水使用量の削減に努めた。

（実績） 電気使用量（６庁舎）：2,681,596KWh，水使用量（６庁舎）：23,752㎥

公用自動車21台（ハイブリッド車５台，低減車16台）を低排出ガス車に切り換えた。
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21年度 各庁舎の電気及び水使用量の削減に努めた。

公用自動車を低排出ガス車に切り換えた。（ハイブリッド車６台，低減車24台）

22年度 新庁舎の電気及び水使用量の節約に努める。

公用自動車を低排出ガス車に切り換える。

〈目標〉ハイブリッド車３台，低減車25台

23年度 新庁舎の電気及び水使用量の節約に努める。

〈目標〉前年度比１％減

公用自動車を低排出ガス車に切り換える。

〈目標〉ハイブリッド車３台，低減車20台

24年度 継続実施〈目標〉同上

25年度 継続実施〈目標〉同上

26年度 継続実施〈目標〉同上

(３) 市政の透明性の確保

① 実 施 行政手続制度の適切な運用 担当 総務部

項 目 部署 総務課

概 要 行政手続制度の適切な運用により，市政運営の公正性の確保と透明性の一層の向

上を目指す。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 行政手続制度を適正に運用することにより，適正手続の法理に基づいた，市政運営

（実績） の公正の確保と透明性の向上が図られた。

21年度 行政手続制度を適正に運用することにより，適正手続の法理に基づいた，市政運営

の公正の確保と透明性の向上が図られた。

22年度 各課からの意見を聴取し，処分等の基準等について見直す。

23年度 行政手続制度を適正に運用することにより，適正手続の法理に基づいた，市政運営

の公正の確保と透明性の向上を図る。

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

② 実 施 情報公開制度の適切な運用 担当 総務部

項 目 部署 総務課

概 要 情報公開条例を国の法律に基づき改正するとともに，改正条例に基づいた適切な

情報公開と積極的な情報提供を図る。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 情報公開条例に定められている手続きに基づいて，請求者に情報を公開した。

（実績） 請求受付件数：35件，処理件数：41件
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21年度 情報公開条例に定められている手続きに基づいて，請求者に情報を公開した。

実情にあった情報公開条例にするための見直し（改正に向けた準備）をした。

22年度 情報公開条例の改正を行う。

新しい条例による情報公開の運用を推進する。

23年度 情報公開条例に定められている手続きに基づいて，請求者に情報を公開する。

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

③ 実 施 会議公開制度による会議の公開 担当 総務部

項 目 部署 総務課

概 要 市政における様々な施策の意思形成において，重要な役割を担っている審議会等

の審議内容を明らかにすることによって，市政運営の透明性の向上を図る。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 つくば市会議の公開に関する指針に定められている手続きに基づいて，市民に会議

（実績） の公開の周知，会議録の公表をした。

開催予定公表件数：319件，会議公開件数：77件，会議録公表件数：265件

21年度 引き続き会議公開の周知，会議録の公表を実施。

22年度 継続実施

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

④ 実 施 パブリックコメント制度の適切な運用 担当 市長公室

項 目 部署 企画経営課

概 要 計画等の立案から最終的な案の決定までの過程を公開することにより，計画等の

形成過程における公正性と透明性の向上を図るとともに，その計画等に対する市民

の意見を募集し，市政に反映させることによって市民参画を推進する。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 パブリックコメント実施案件数 ５件

（実績） 意見提出のあった案件 ５件（延べ人数41人，意見数244件）

意見により内容を修正した案件 ４件（５件中）

21年度 継続実施

22年度 継続実施

23年度 継続実施

24年度 継続実施



- 20 -

25年度 継続実施

26年度 継続実施

⑤ 実 施 職員定員・給与の公表 担当 総務部

項 目 部署 人事課

概 要 つくば市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき，任免及び職員数

に関する状況，給与の状況，勤務時間その他の勤務条件の状況，服務の状況，研修

の状況，勤務成績の評定の状況，福祉及び利益の保護の状況，競争試験及び選考の

状況を市広報紙及びホームページに掲載し市民に公表する。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 市広報紙３月１日号に掲載するとともに，ホームページ上に掲載し，市民に公表し

（実績） た。

21年度 継続実施

22年度 継続実施

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

⑥ 実 施 財政事情の公表 担当 財務部

項 目 部署 財政課

概 要 市の予算・決算に関する資料を市ホームページ及び市広報紙に掲載し，財政事情

が広く理解されるよう市民に公表する。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 平成20年度予算及び平成19年度決算に関する資料を作成し，市のホームページ及び

（実績） 市広報紙に掲載した。

21年度 平成21年度当初予算及び平成20年度決算に関する資料を作成し，市ホームページや

市広報紙に掲載した。

22年度 継続実施

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施
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(４) 安心・安全なまちづくり

① 実 施 危機管理指針・個別マニュアルの整備 担当 市長公室

項 目 部署 政策審議室

概 要 各部署の業務において、天災や事故等、市民サービスや市民生活に大きな影響を

及ぼすような緊急事態発生時には、市民の安全確保を念頭に速やかな対応が求めら

れることから、危機全般に対する統一的な事項を定めるとともに，各部署における

個別マニュアル等の整備を図る。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 「緊急事態発生時の連絡について（フロー図）」に基づき、迅速かつ適切な対応が

（実績） できるよう、職員に対し周知・徹底を図った。

・緊急事態発生時の連絡体制の整備

・緊急事態対応報告書の整備

21年度 危機管理に対する，庁内の統一的な方針を定める「危機管理指針」を策定した。

個別マニュアルの整備率：40％

22年度 各課等の実施事業における，個別の危機管理マニュアル等を整備する。

〈目標〉個別マニュアルの整備率：60％

23年度 継続実施〈目標〉個別マニュアルの整備率：70％

24年度 継続実施〈目標〉個別マニュアルの整備率：80％

25年度 継続実施〈目標〉個別マニュアルの整備率：90％

26年度 継続実施〈目標〉個別マニュアルの整備率：100％

② 実 施 市施設の耐震化の推進 担当 市民部生涯学習課，保健福祉部こ

項 目 部署 ども課，都市建設部都市施設課，

教育委員会事務局教育施設課

概 要 「つくば市耐震改修促進計画」に基づき，新耐震基準前に建築された市施設につ

いて耐震診断を行い，その結果により耐震工事を実施する。

（関連計画：つくば市耐震改修促進計画）

・旧耐震の市民ホール及び公民館について，耐震化を推進する。（生涯学習課）

・旧耐震の保育所15施設及び児童館４館について，耐震化を推進する。（こども課）

・旧耐震の学校校舎等について平成26年度までに耐震診断を行う。（教育施設課）

・旧耐震の体育施設について，耐震化を推進する。（都市施設課）

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 学校の耐震診断結果により，校舎（２校）を改築した。（施設管理課）

（実績）

21年度 建築指導課と計画打ち合わせ，財政課協議。（生涯学習課）

吾妻保育所，竹園東児童館の耐震診断。（こども課）

学校について順次耐震診断を行い，診断結果により耐震補強を実施。
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（以後継続実施，施設管理課）

桜総合体育館，谷田部総合体育館，大穂勤労青少年体育センターの耐震診断。

（スポーツ振興課）

22年度 市民ホールつくばね耐震診断。（生涯学習課）

並木保育所，並木児童館の耐震診断。耐震診断結果により施設の耐震化を実施。

（こども課）

豊里柔剣道場，谷田部勤労者体育センターの耐震診断。耐震診断結果により施設の

耐震化を実施。（都市施設課）

23年度 市民ホールつくばね耐震改修検討。（生涯学習課）

耐震診断結果により施設の耐震化を実施。（こども課）

耐震診断結果により施設の耐震化を実施。（以後継続実施，都市施設課）

24年度 市民ホールつくばね耐震改修工事設計。（生涯学習課）

竹園保育所，吾妻西児童館の耐震診断。耐震診断結果により施設の耐震化を実施。

（こども課）

25年度 市民ホールつくばね耐震改修工事（生涯学習課）

手代木南児童館の耐震診断。耐震診断結果により施設の耐震化を実施。（こども課）

26年度 市民ホールとよさと・豊里公民館耐震診断。（生涯学習課）

耐震診断結果により施設の耐震化を実施。（こども課）

③ 実 施 子育て総合支援センターによる子育て支 担当 保健福祉部

項 目 援の充実 部署 こども課子育て支援室

概 要 子育て支援サービスの中核となる総合支援センターを創設し，すべての子育て家

庭を対象とした子育て支援，子ども支援施策を充実させ，安心して生み，子育てす

ることができるまちづくりを推進する。

（関連計画：つくば市次世代育成支援対策行動計画・後期計画）

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 建設事業全体の計画及びコンセプト等の検討

（実績） 地域子育て支援センターけやき広場利用者数：31,259人

21年度 建設事業全体の計画及びコンセプト等策定，基本設計実施設計実施，

建設用地確定，建設事業者入札及び契約 利用者数：31,000人

22年度 建設工事実施，竣工後地域子育て支援センターけやき広場から移転

運営形態の検討と選定（H23～25） 〈目標〉利用者数：31,000人

23年度 子育て総合支援センター開館，運営開始 〈目標〉利用者数：33,000人

24年度 子育て支援サービスの実施 〈目標〉利用者数：35,000人

25年度 子育て支援サービスの実施

運営形態の検討と選定（H26～28） 〈目標〉利用者数：35,000人

26年度 子育て支援サービスの実施 〈目標〉利用者数：35,000人
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２ 効率的な行政運営システムを構築します。

・簡素で効率的な組織体制や縦割り行政の弊害を解消する行政経営システム

を構築します。

・行政評価制度に基づく事業全般の検証と見直しを行います。

（１）経営の視点による行政運営

① NPM（ニューパブリックマネジメント）理論に基づく行政経営の推進

②行政評価制度の充実

③市民意識調査の実施

④財務書類４表の作成及び活用

（２）事務事業の見直し

①電子決裁（電子文書処理を含む）の拡充

②個別外部監査の実施

③全庁的備品台帳システムの整備

④公用車配車システムの整備

⑤各種手当の見直し

（３）庁内分権の推進

①決裁規程（意思決定）の見直し

（４）創造的かつ効率的な組織機構の構築

①弾力的で活力のある組織運営の推進

②組織・機構の簡素合理化

③市立小中学校適正規模化の検討

④学校給食センター適正配置の推進

⑤幼保一元化の推進

⑥公立幼稚園における預かり保育の実施

（５）入札・契約制度の改善

①入札・契約事務の適正な執行

②総合評価方式による入札の実施

③電子入札の推進

④入札事務評価委員会の適切な運営

⑤建設業者表彰制度の運用
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(1) 経営の視点による行政運営

① 実 施 NPM（ニューパブリックマネジメント） 担当 市長公室

項 目 理論に基づく行政経営の推進 部署 企画経営課

概 要 行政運営の手法や枠組みを管理から経営へと大胆に変革していくために NPM 理

論に基づく都市経営の基幹システムとなる「つくば市行政経営システム」を運用し，

効果的，効率的な行政運営を推進する。（関連計画：つくば市行政経営システム）

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 効果的，効率的な行政経営を推進するため，行政経営会議を２回開催し，総合計画

（実績） や行政評価のほか，市の重要課題について協議した。

21年度 効果的，効率的な行政経営を推進するため，行政経営会議を開催し，行政改革や行

政評価のほか，組織改編等について協議した。

22年度 行政経営システムに基づく行政経営会議を随時開催し，市の重要事案等を協議し，

効果的，効率的な行政運営を推進する。

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

② 実 施 行政評価制度の充実 担当 市長公室

項 目 部署 企画経営課

概 要 「計画（Plan)・実施（Do)・評価（Check)・改善(Action)」というマネジメント

サイクルの適切な運用を行うため，事業仕分けの考え方を取り入れながら事務事業

等の評価を実施し，継続的な改善に取り組み，効率的かつ効果的で質の高い行政サ

ービスを目指す。（関連計画：つくば市行政経営システム）

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 全事務事業調査を行い，詳細評価と簡易評価に分けて事務事業評価を実施した。そ

（実績） の一部の事務事業については，行政経営懇談会による外部評価を実施した。また，

マネジメントサイクルの確立を図るため，他の事業については，簡易調書で評価を

実施した。 詳細評価実施件数105件，外部評価実施件数12件

21年度 全事務事業調査を行い，詳細評価と簡易評価に分けて事務事業評価を実施した。そ

の一部の事務事業については，行政経営懇談会による外部評価を実施した。また，

マネジメントサイクルの確立を図るため，他の事業については，簡易調書で評価を

実施した。 詳細評価実施件数50件，外部評価実施件数18件

22年度 全事務事業調査を行い，詳細評価と簡易評価に分けて事務事業評価を実施する。ま

た，詳細評価に当たっては，より実効性が高まるよう評価手法等の見直しを図る。

〈目標〉詳細評価実施件数50件，外部評価実施件数18件

23年度 全事務事業調査を行い，詳細評価と簡易評価に分けて事務事業評価を実施する。施
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策評価を試行的に実施する。 〈目標〉同上

24年度 全事務事業調査を行い，詳細評価と簡易評価に分けて事務事業評価を実施する。施

策評価を実施する。 〈目標〉同上

25年度 全事務事業調査を行い，詳細評価と簡易評価に分けて事務事業評価を実施する。

〈目標〉同上

26年度 全事務事業調査を行い，詳細評価と簡易評価に分けて事務事業評価を実施する。施

策評価を実施する。 〈目標〉同上

③ 実 施 市民意識調査の実施 担当 市長公室

項 目 部署 企画経営課

概 要 市民の意向や満足度をデータで把握し，事業の方向付けや改善に活用する市民意識

調査を実施する。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 市民意識調査を実施し，結果報告書を作成

（実績） 調査対象：市民5,000人，回収率：54.1％

21年度 調査結果を事業の方向付けや改善に活用

22年度 調査結果を事業の方向付けや改善に活用

23年度 市民意識調査の実施・分析 〈目標〉調査対象：市民5,000人，回収率：55％

24年度 調査結果を事業の方向付けや改善に活用

25年度 市民意識調査の実施・分析 〈目標〉調査対象：市民5,000人，回収率：55％

26年度 調査結果を施策評価に活用

④ 実 施 財務書類４表の作成及び活用 担当 財務部

項 目 部署 財政課

概 要 新地方公会計制度による財務書類４表（貸借対照表，行政コスト計算書，純資産

変動計算書，資金収支計算書）を前年度決算額に基づいて作成し，市民に公表する。

（関連計画：つくば市中期財政見通し）

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 財務書類作成の研究及び研修会への参加

（実績）

21年度 普通会計ベース及び公営事業会計等との連結ベースの財務書類４表を平成20年度決

算額に基づいて作成し，市のホームページ及び市広報紙に掲載した。

22年度 継続実施

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施
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(２) 事務事業の見直し

① 実 施 電子決裁（電子文書処理を含む）の拡充 担当 総務部

項 目 部署 総務課

概 要 イントラネットを活用した文書管理システムにおいて，文書の電子化による事務

処理の効率化，迅速化，ペーパーレス化を進める。

電子決裁範囲をセキュリティ対策やシステムの向上を図り拡充する。

（関連計画：つくば市ＩＴ推進プラン）

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 全部署にて，電子文書処理・電子決裁範囲の拡充を図る。

（実績）

21年度 窓口業務部門（市民窓口課・障害福祉課・こども課・高齢福祉課・健康増進課・国

保年金課）においてスキャナによる文書の電子化を図り，ペーパレス化の推進及び

事務の効率化を図る。

セキュリティ対策強化等を図るため，全庁部長決裁の電子化に向けての検討を行っ

た。 電子化率：５％

22年度 全部署にて，電子文書処理・電子決裁範囲の拡充（部長決裁）を図る。

〈目標〉電子化率：10％

23年度 全部署にて，電子文書処理・電子決裁の実施 〈目標〉電子化率：15％

24年度 継続実施 〈目標〉電子化率：20％

25年度 継続実施 〈目標〉同上

26年度 継続実施 〈目標〉同上

② 実 施 個別外部監査の実施 担当 総務部

項 目 部署 総務課

概 要 監査委員による監査を補完し，外部の目から地方公共団体の事務をチェックする

ことにより，地方公共団体の監査機能の一層の充実を図るため，公認会計士や税理

士を監査人に選定し個別外部監査を行う。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 安心・安全な事業を目指すことを目的として，経済性・効率性・有効性の観点より

（実績） つくば市立学校給食センター管理運営事業の個別外部監査を実施。

21年度 保育事業の運営について，経済性・効率性・有効性の観点より実施

22年度 必要に応じ実施

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施
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③ 実 施 全庁的備品貸出システムの整備 担当 財務部管財課

項 目 部署 総務部情報システム課

概 要 各課共通として必要とする物品を洗い出し，庁内イントラを活用した新たな備品

管理システムの運用を実施する。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 備品台帳総括表の書式変更。備品台帳データ提出方法の簡素化。（管財課）

（実績） パソコン，プロジェクター，スクリーンを全庁的備品として貸し出し。

（情報システム課）

21年度 備品管理システムの継続運用

22年度 新庁舎移行に伴う新しい備品管理，システムの構築・運用

23年度 公用車管理システムとの連携を検討

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

④ 実 施 公用車配車システムの整備 担当 財務部

項 目 部署 管財課

概 要 庁舎における公用車を集中管理し，システム上から予約を行えるよう検討する。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 全ての車両で予約と運行記録を管理できる｢運行管理システム」を稼動させた。

（実績） 庁舎間の予約も可能となり利便性が良くなった。

21年度 運行記録から ISO14001システムに必要なデータを連携させることにより，正確か

つ瞬時に把握できるようになった。

22年度 新庁舎に移転後，車両が集中するため効率よく鍵の貸出ができるようなシステムを

稼動させる。庁舎統一によるシステム調整を行う。集中管理台数：150台予定

23年度 車両台数の削減を実施し，より利便性の良いシステムとなるよう検討する。

備品管理システム（予定）との連携を検討する。

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

⑤ 実 施 各種手当の見直し 担当 総務部

項 目 部署 人事課

概 要 総人件費抑制の観点から，特殊勤務手当や管理職手当が支給されている職種及び

職階について，勤務の実態に応じて検討を行い，見直しを実施する。
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年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 調査の結果，新たな見直しは行わなかった。

（実績）

21年度 各種手当見直しの検討

22年度 継続実施

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

(３) 庁内分権の推進

① 実 施 決裁規程（意思決定）の見直し 担当 総務部

項 目 部署 総務課

概 要 意思決定の迅速化，責任の明確化を目指し，多様化する組織，職（職務），権限，

責任を整理し，決裁規程の見直しを行う。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 現行にあった決裁規程にすることから，各課からの意見を聴取し，見直しを行った。

（実績） また，組織改編に伴い，組織にあった決裁規程に見直した。

21年度 各課からの意見を聴取し，現行にあった決裁規程に見直す。また，組織改編に伴い，

組織にあった決裁規程に見直した。

22年度 継続実施

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

（４） 創造的かつ効率的な組織機構の構築

① 実 施 弾力的で活力のある組織運営の推進 担当 全課等

項 目 部署

概 要 業務の繁閑に対応した人員の変更や職場応援をより弾力的かつ機動的に実施す

る。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 つくば市課務分担規定に基づき，事務の一部に係る係長の権限を５名の主任主査及

（実績） び主査に分与して課務担当とした。（建築指導課）

「つくば市職員の応援体制に関する規定」に基づいた応援協力体制が概ね図られた。

（都市計画課）

21年度 「つくば市職員の応援体制に関する規定」の運用（人事課）
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22年度 継続実施

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

② 実 施 組織・機構の簡素合理化 担当 総務部

項 目 部署 総務課

概 要 部及び課等の数を抑制しながら，常に効率的で時代の要請に即した組織・機構を

目指すとともに，簡素化，合理化を図る。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 組織改編ワーキングチームを設置し，組織の見直しについての調査検討を行った。

（実績） 会議は４回開催し，市長に中間報告，最終報告を行った。

21年度 前年度の組織改編ワーキングチームの報告をもとに，関係部署と調整を図りながら，

新庁舎開庁に向けた組織改編を行った。

22年度 各課からの意見を聴取し，時代の要請に即した組織に見直していく。

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

③ 実 施 市立小中学校適正規模化の検討 担当 教育委員会事務局

項 目 部署 学務課

概 要 学区審議会の答申（H16.10.22）をもとに，極小規模校について統廃合を実施し

複式学級の解消を目指す。

（関連計画：つくば市学校等適正配置計画について（指針））

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 ・統合実施校について，その後の児童の状況調査等を実施

（実績） ・廃校学区ＰＴＡと懇談会実施

21年度 ・複式学級を持つ学校長との意見交換及び地元ＰＴＡの意向調査を行った。

・県教育委員会発行のチラシを配布した。

22年度 意見交換や啓発活動の実施

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施
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④ 実 施 学校給食センター適正配置の推進 担当 教育委員会事務局

項 目 部署 健康教育課

概 要 学校給食センターの適正規模・配置及び運営体制・整備手法等の検討を行い，学

校給食の適正な環境を確立し，学校給食の向上を図るため，学校給食センターの適

正配置を推進する。

筑波学校給食センターの調理業務及び配送業務については，引き続き民間委託を

継続し，将来的には施設の改修工事を行う。

（関連計画：つくば市立学校給食センター整備基本計画）

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 ・教育委員会内部検討委員会において，つくば市立学校給食センター整備基本計画

（実績） 策定に向けて検討を実施した。

・つくば市立学校給食センター運営審議会において，つくば市立学校給食センター

整備基本計画策定に向けて審議を実施した。

21年度 つくば市立学校給食センター整備基本計画を策定。

22年度 中部学校給食センター調査及び検討（約12,000食規模）

23年度 中部学校給食センター実施設計

南部学校給食センター調査及び検討（約12,000食規模）

24年度 中部学校給食センター建設

南部学校給食センター実施設計

25年度 中部学校給食センター供用開始

南部学校給食センター建設

26年度 南部学校給食センター供用開始

⑤ 実 施 幼保一元化の推進 担当 保健福祉部

項 目 部署 こども課

概 要 現状の施設を利用し，保育所及び幼稚園の幼児を同じ建物の中で，保護者が働い

年 度 ているいないに関わらず受入れて教育保育を一体的に実施することにより，子育て

支援の充実及び経費削減等を図る。

（関連計画：つくば市児童福祉施設適正化配置計画）

20年度 民間保育所等からの問い合わせに対応。

（実績）

21年度 （仮称）花室幼稚園が平成22年４月開園すると同時に，幼稚園型の認定こども園へ

転換することの相談等事務に対応した。幼児施設設置協議会では委員全会一致で承

認された。

22年度 市内で最初の認定こども園が開設予定。

23年度 「児童福祉施設適正化配置計画」に基づいた幼保連携型認定こども園の整備。



- 31 -

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

⑥ 実 施 公立幼稚園における預かり保育の実施 担当 教育委員会事務局

項 目 部署 学務課

概 要 多様な保護者のニーズに対応するため，市立幼稚園就園児全員を対象に，夏休み

等の長期休業中に預かり保育を実施する。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 預かり保育に関する広報。

（実績） 市内３園で市立幼稚園就園児全員対象に，継続実施。 利用者：延762人

21年度 実施園を１園（手代木南幼稚園）増やし４園で実施。 利用者：延500人

22年度 継続実施〈目標〉利用者：延550人

23年度 継続実施〈目標〉利用者：延570人

24年度 継続実施〈目標〉利用者：延580人

25年度 継続実施〈目標〉利用者：延590人

26年度 継続実施〈目標〉利用者：延600人

（５） 入札・契約制度の改善

① 実 施 入札・契約事務の適正な執行 担当 総務部契約検査課

項 目 部署 関係各課等

概 要 各種工事や委託業務等の発注に際し，計画，設計，入札・契約，監督及び検査等

それぞれの段階で，「より良いものをより安く」の視点に立ち，これに関わる職員

の意識改革と事務の改善等を図る。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 入札参加資格の事後審査方式の導入（管財課）

（実績）

21年度 低入札価格調査制度の導入（管財課）

低入札価格調査に係る契約案件への中間検査の実施（工事検査室）

22年度 適正な契約事務のあり方についての検討（契約検査課）

入札差金のさらなる活用についての検討（財政課，関係各課）

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施
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② 実 施 総合評価方式による入札の実施 担当 総務部

項 目 部署 契約検査課

概 要 総合評価方式による入札を適切に実施することにより，価格と品質が総合的に優

れた調達を実現する。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度

（実績）

21年度 つくば市建設工事特別簡易型総合評価方式試行要領の策定

同方式による入札の実施（実施件数：１件）

22年度 総合評価方式による入札の適切な実施を図り，価格と品質が総合的に優れた調達の

実現と，適正な入札の執行を目指す。

23年度 試行実績に基づく見直しを行い，総合評価方式による入札を適切かつ効果的に運用

する。

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

③ 実 施 電子入札の推進 担当 総務部

項 目 部署 契約検査課

概 要 平成19年度から「いばらき電子入札システム共同利用」に参画し，主に一般競争

入札の電子入札を実施している。対象業種を建設工事のみならず，測量コンサルへ

と段階的に拡大していく。さらに，指名競争入札の実施も推進していく。

（関連計画：つくば市ＩＴ推進プラン）

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 平成20年６月17日から，電子入札の対象業種を委託コンサルまで拡充した。一般競

（実績） 争入札対象の建設工事は１件を除き，すべて電子入札で実施した。指名競争入札で

は１件試行的に実施した。 電子入札件数：40件

21年度 建設工事において，すべて電子入札で実施する。基準金額未満の工事においても一

般競争入札で実施した。指名競争入札では２件実施した。

22年度 「建設工事」の一般競争入札をすべて電子入札で実施する。委託コンサルにおいて

も電子入札を実施する。指名競争（電子）を積極的に推進していく。

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施
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④ 実 施 入札事務評価委員会の適切な運営 担当 総務部

項 目 部署 契約検査課

概 要 入札事務評価委員会の適切な運営により，入札・契約制度について公平性の確保

と透明性の向上を目指す。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 入札事務評価委員会定例会議を２回開催し，入札・契約案件について審議。

（実績） 審議件数：10件

21年度 入札事務評価委員会定例会議を２回開催し，入札・契約案件について審議。

審議件数：10件

22年度 継続実施

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

⑤ 実 施 建設業者表彰制度の運用 担当 総務部

項 目 部署 契約検査課

概 要 市が発注した建設工事を誠意をもって適正に施工し，優れた成績で完成させた建

設業者の事績をたたえ表彰することにより，建設業者の技術力アップを促し，建設

工事の品質の向上を図る。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度

（実績）

21年度 つくば市工事等成績評定要領の見直し。

22年度 優れた建設業者を表彰する。

23年度 平成22年度から導入した工事等成績評定要領に基づく表彰の実施。

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施
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３ 健全な財政運営を推進します。

・財政健全化法
（※1）

に基づく健全化判断比率
（※2）

において，実質公債費比率
（※3）

を１４％以下，将来負担比率
（※4）

１００％以下を目指します。

・実質赤字比率
（※5）

，連結実質赤字比率
（※6）

ともに，赤字とならない健全な財政

運営を目指します。

・徹底したコストの縮減と市税等の適正な賦課・徴収や受益者負担の適正化，市

有財産の有効活用等により自主財源の確保に努めます。

・特別会計や公営企業会計の健全化を図ります。

※１ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律。

※２ 財政健全化法による指標。この指標が基準以上になった場合には財政健全化計画の策定な

ど，健全化に向けた取り組みが義務づけられる。

※３ 地方債の返済額及びこれに準じる経費の額が，標準的な収入に占める割合。国が定める早

期健全化基準は25％。

※４ 地方債や将来支払っていく可能性のある負担等の残高が，標準的な収入に占める割合。国

が定める早期健全化基準は350％。

※５ 一般会計等の赤字額が，標準的な収入に占める割合。国が定める早期健全化基準は11.33

％。

※６ すべての会計を合算した全体の赤字額が，標準的な収入に占める割合。国が定める早期健

全化基準は16.33％。

（１）中長期的視点に立った財政の運営

①経常経費の削減

②特別会計事業の適切な運営

③予算の重点配分

④医療費適正化の推進

（２）歳入の確保

①市税等の滞納額の縮減等

②企業誘致による税収の確保・雇用の確保

③国・県補助金等の積極的な活用

④自主財源確保の研究

⑤未利用財産の売り払い等の実施

⑥広告収入等を活用した財源確保の推進

⑦下水道への加入促進
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（３）適正な受益者負担に基づく行政サービスの提供

①適正な受益者負担の確保

②使用料・手数料の見直し

③市関連駐車場使用料金の適正化

④公立保育所延長保育利用料金徴収の検討

⑤放課後児童クラブ利用料の設定

⑥粗大ごみ有料戸別収集システムの運用

⑦家庭系ごみ有料化の検討

（４）補助金等の適正な執行

①補助金制度の適正化

②産業振興に対する補助制度の適正執行

③米飯給食政府助成金差額助成事業廃止の検討

（５）地方公営企業の経営健全化

①市立病院のあり方の検討

②地域水道ビジョン及び水道事業基本計画の策定・運用

③上水道への加入促進
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（１） 中長期的視点に立った財政の運営

① 実 施 経常経費の削減 担当 財務部財政課

項 目 部署 全課等

概 要 枠配分予算のシーリングにより，施設の維持管理費，物件費，人件費等の経常的

な経費の削減を図り，財政運営の弾力性を確保する。

（関連計画：つくば市中期財政見通し）

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 平成21年度予算編成に際し，既存の事務事業については，従来の概念にとらわれる

（実績） ことなく柔軟な発想で，縮小・廃止を前提に見直しを行い，スクラップアンドビル

ドの徹底を図ることを各課等に要請した。

21年度 平成22年度予算編成に際し，既存の事務事業については，縮小・廃止を前提に見直

しを行い，スクラップアンドビルドの徹底を図ることを各課等に要請した。

22年度 継続実施

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

② 実 施 特別会計事業の適切な運営 担当 財務部財政課

項 目 部署 関係各課等

概 要 特別会計事業における事務事業を効果的・効率的かつ適切に執行することで，事

業の安定的な運営を図る。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度

（実績）

21年度

22年度 特別会計事業の安定化を推進し，一般会計からの繰出金の適正化を図る。

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

③ 実 施 予算の重点配分 担当 財務部財政課

項 目 部署 市長公室政策審議室

概 要 予算の重点配分による効率的な予算編成を行うために，中長期の財政計画のロー

リングを実施するとともに，概算要求により次年度の重点事業を決定する。

年 度 実 施 予 定 内 容
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20年度 中長期財政見通しのローリングを実施した。

（実績） 政策審議室との合同の実施計画ヒアリングを実施し，平成21年度当初予算編成に当

たり，以下の事業を重点事業として推進していくこととした。

・つくばエクスプレス関連事業・新庁舎建設事業

・環境，温暖化対策事業・少子高齢化対策事業・障害者対策事業

・公共施設改修事業・公共交通対策事業・産業振興事業・都市計画事業

・教育施設耐震化事業・健康づくり拠点整備事業 等

21年度 財政計画のローリング及び概算要求による次年度重点事業の決定

22年度 継続実施

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

④ 実 施 医療費適正化の推進 担当 保健福祉部

項 目 部署 国保年金課

概 要 国民健康保険の医療費の適正化を図るために，資格の適用の適正化，レセプト内

容点検の実施及び健康増進課と連携した保健事業を実施する。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 レセプト内容点検については，保険適用の有無，請求内容の点検を通覧・縦覧で実

（実績） 施。 レセプト件数：654,642件，財政効果額：105,939千円

21年度 レセプト内容点検については，保険適用の有無，請求内容の点検を通覧・縦覧で実

施。保健事業推進のため特定健診実施率の向上。

医療費の１％以上の削減，特定健診受診率35％，財政効果額：110,000千円

22年度 継続実施

〈目標〉医療費の１％削減，特定健診受診率45％，財政効果額：110,000千円

23年度 継続実施

〈目標〉医療費の１％削減，特定健診受診率55％，財政効果額：110,000千円

24年度 継続実施

〈目標〉医療費の１％削減，特定健診受診率65％，財政効果額：110,000千円

25年度 継続実施〈目標〉同上

26年度 継続実施〈目標〉同上
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（２） 歳入の確保

① 実 施 市税等の滞納額の縮減等 担当 財務部納税課・特別収納対策課，

項 目 部署 保健福祉部こども課・国保年金

課，都市建設部営繕住宅課，上下

水道部業務課・下水道管理課・下

水道整備課，教育委員会学務課・

健康教育課，関係各課等

概 要 〔市税の滞納額の縮減等；納税課〕

累積する滞納額の縮減を図るために，効果的な催告の実施，悪質滞納者等に対し

ては滞納処分の執行など様々な対策を講じながら滞納額の縮減を進める。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 納税催告及び差押予告の実施，滞納処分の実施，

（実績） 特別（訪問）滞納整理の実施，口座振替の推進等

現年度分収納率：97.68％，滞納繰越分収納率：13.28％

年度末滞納繰越額：3,271,179千円，滞納繰越分縮減額：374,692千円

（滞納繰越分縮減額＝年度収入393,238千円－経費（委託料）18,546千円）

21年度 納税催告及び差押予告の実施，滞納処分の実施，

特別（訪問）滞納整理の実施，口座振替の推進等

現年度分収納率：97.30％，滞納繰越分収納率：12.27％

年度末滞納繰越額：3,464,598千円，滞納繰越分縮減額：466,155千円

（滞納繰越分縮減額＝年度収入479,798千円－経費（委託料）13,643千円）

22年度 継続実施

〈目標〉現年度分収納率：97.31％，滞納繰越分収納率：12.28％

年度末滞納繰越額：3,404,415千円以内

滞納繰越分縮減額：424,254千円

（滞納繰越分縮減額＝年度収入435,604千円－経費（委託料）11,350千円）

23年度 継続実施

〈目標〉現年度分収納率：97.32％，滞納繰越分収納率：12.29％

年度末滞納繰越額：3,370,371千円以内

滞納繰越分縮減額：421,091千円

（滞納繰越分縮減額＝年度収入435,604千円－経費（委託料）14,513千円）

24年度 継続実施

〈目標〉現年度分収納率：97.33％，滞納繰越分収納率：12.30％

年度末滞納繰越額：3,336,667千円以内

滞納繰越分縮減額：421,091千円

（滞納繰越分縮減額＝年度収入435,604千円－経費（委託料）14,513千円）

25年度 継続実施
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〈目標〉現年度分収納率：97.34％，滞納繰越分収納率：12.31％

年度末滞納繰越額：3,303,300千円以内

滞納繰越分縮減額：421,091千円

（滞納繰越分縮減額＝年度収入435,604千円－経費（委託料）14,513千円）

26年度 継続実施

〈目標〉現年度分収納率：97.35％，滞納繰越分収納率：12.32％

年度末滞納繰越額：3,270,267千円以内

滞納繰越分縮減額：421,091千円

（滞納繰越分縮減額＝年度収入435,604千円－経費（委託料）14,513千円）

概 要 〔市税等の滞納額の縮減等；特別収納対策課〕

市税・国民健康保険税の滞納額の縮減を図るために，両税について一元的に滞納

整理を行い，悪質滞納者に対しては，差押えや公売などの滞納処分を執行する。

○移管事案の圧縮率の目標を80％以上とする。

○年間の徴収目標を３億円以上とする。

※圧縮とは，現金収納，差押等，抵当権設定，分納誓約等，執行停止とする。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 滞納事案の移管・納税交渉（現金収納，差押等，抵当権設定，分納誓約等，執行停

（実績） 止），公売実施の検討

移管事案の圧縮率：80.1％，徴収金額：301,468千円

21年度 滞納事案の移管・納税交渉（現金収納，差押等，抵当権設定，分納誓約等，執行停

止），公売の実施

移管事案の圧縮率：80％，徴収金額：300,000千円（うち公売8,000千円）

公売５回（インターネット３回，不動産２回）

22年度 継続実施

〈目標〉移管事案の圧縮率：80％，徴収金額：300,000千円（うち公売5,000千円）

公売２回（インターネット１回，不動産１回）

23年度 継続実施〈目標〉同上

24年度 継続実施〈目標〉同上

25年度 継続実施〈目標〉同上

26年度 継続実施〈目標〉同上

概 要 〔保育料滞納額等の縮減等；こども課〕

保育料の未納者に対して督促状を送付。電話・訪問による滞納整理を平日夜間に

実施。また公立・民間保育所の協力体制を整え，所長からの督促状の手渡し，納付

についての声掛けを実施。納付場所の拡大を検討。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 電話・訪問による滞納整理，保育所での保育料徴収及び督促状手渡しと声掛けを実

（実績） 施
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現年度分収納率：96.9％，滞納繰越分収納率：8.1％，

年度末滞納繰越額：110,291千円

21年度 継続実施，コンビニ収納のための準備

現年度分収納率：97.0％，滞納繰越分収納率：10.0％，

22年度 継続実施，コンビニ収納開始〈目標〉前年度以上の収納率

23年度 継続実施〈目標〉同上

24年度 継続実施〈目標〉同上

25年度 継続実施〈目標〉同上

26年度 継続実施〈目標〉同上

概 要 〔国民健康保険税の滞納額等の縮減等；国保年金課〕

累積する滞納額の縮減を図るために，徴収体制の強化を図りながら滞納額の縮減

に努める。特に，低下してきている国民健康保険税の収納率（医療給付費現年課税

分）の向上を図り，滞納を抑え事業の安定的運営を図る。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 徴収嘱託員の臨戸徴収，国保年金課全職員による休日滞納整理の実施，滞納者に対

（実績） する休日及び夜間の納税相談を実施。

現年分収納率：89.26％，滞納繰越分収納率：9.82％

21年度 継続実施

現年分収納率：90.00％，滞納繰越分収納率：10.50％

22年度 国保年金課，保健福祉部全課規模による収納率向上対策の事務体制を整備するとと

もに，年間の徴収計画を策定し，積極的に個別面談の機会を設ける。

〈目標〉現年分収納率：90.50％，滞納繰越分収納率：11.00％

23年度 継続実施〈目標〉現年分収納率：91.00％，滞納繰越分収納率：11.50％

24年度 継続実施〈目標〉現年分収納率：91.00％，滞納繰越分収納率：12.00％

25年度 継続実施〈目標〉現年分収納率：91.00％，滞納繰越分収納率：12.50％

26年度 継続実施〈目標〉現年分収納率：91.00％，滞納繰越分収納率：13.00％

概 要 〔市営住宅使用料の滞納額の縮減等；営繕・住宅課〕

住宅使用料の滞納額を縮減するため納付指導，納付相談等とともに滞納整理を定

期的に実施する。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 都市建設部管理職員による滞納整理の実施（６班・２回）。課内職員による滞納整

（実績） 理（訪問及び電話）を毎週交互に実施。

現年分収納率：85.58％，滞納繰越分収納率：5.72％

現年分収納額：189,270千円，滞納繰越分収納額：9,234千円

21年度 定期的な滞納整理，電話による督促，納付指導等の実施。

現年分収納率：86.00％，滞納繰越分収納率：7.00％

22年度 継続実施〈目標〉現年分収納率：87.00％，滞納繰越分収納率：8.00％
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23年度 継続実施〈目標〉現年分収納率：88.00％，滞納繰越分収納率：9.00％

24年度 継続実施〈目標〉現年分収納率：89.00％，滞納繰越分収納率：10.00％

25年度 継続実施〈目標〉現年分収納率：90.00％，滞納繰越分収納率：11.00％

26年度 継続実施〈目標〉現年分収納率：91.00％，滞納繰越分収納率：12.00％

概 要 〔未収水道料金の縮減等；業務課〕

水道事業経営の安定化を図るため，滞納整理等の業務を強化し，未収水道料金の

縮減に努めます。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 水道料金徴収業務を民間委託し，適時，適切に滞納整理・給水停止等を実施し，未

（実績） 収水道料金の回収を図る。

前年度水道料金実質収納率：99.88％，前年度実質未収水道料金：4,267千円

21年度 継続実施

前年度水道料金実質収納率：99.88％，前年度実質未収水道料金：4,000千円

22年度 継続実施〈目標〉同上

23年度 継続実施〈目標〉同上

24年度 継続実施〈目標〉同上

25年度 継続実施〈目標〉同上

26年度 継続実施〈目標〉同上

概 要 〔下水道使用料金の滞納額の縮減等；下水道管理課〕

水道業務課を通じ民間に委託して下水道料金の滞納整理を実施する。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 民間委託による滞納整理実施

（実績） 現年分収納率：98.77％，滞納繰越分収納率：35.92％

滞納繰越分縮減額：41,703千円

（滞納繰越分縮減額＝収納額48,103千円－経費（委託料）6,400千円）

21年度 継続実施

現年分収納率：98.00％，滞納繰越分収納率：35.00％，縮減額：39,900千円

22年度 継続実施

〈目標〉現年分収納率：98.00％，滞繰分収納率：35.00％，縮減額：38,500千円

23年度 継続実施〈目標〉同上

24年度 継続実施〈目標〉同上

25年度 継続実施〈目標〉同上

26年度 継続実施〈目標〉同上

概 要 〔下水道受益者負担金の滞納額の縮減等；下水道整備課〕

滞納額の縮減を図るために，督促状・催告書送付，職員による滞納整理の実施す

る。

年 度 実 施 予 定 内 容
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20年度 督促状・催告書送付，職員による滞納整理実施

（実績） 現年分収納率：90.3％，滞納繰越分収納率：3.7％

年度末滞納繰越額：74,831千円，滞納繰越分縮減額：2,944千円

21年度 継続実施

現年分収納率：90.5％，滞納繰越分収納率：3.9％

22年度 継続実施〈目標〉現年分収納率：90.8％，滞繰分収納率：4.0％

23年度 継続実施〈目標〉現年分収納率：91.0％，滞繰分収納率：4.2％

24年度 継続実施〈目標〉現年分収納率：91.3％，滞繰分収納率：4.5％

25年度 継続実施〈目標〉現年分収納率：91.8％，滞繰分収納率：4.8％

26年度 継続実施〈目標〉現年分収納率：92.0％，滞繰分収納率：5.0％

概 要 〔幼稚園授業料滞納の防止；学務課〕

授業料の滞納防止に努める。幼稚園の授業料については，各幼稚園を通し給食費

やその他の集金と一緒に引き落としをしており，滞納は無い状況である。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 全幼稚園の授業料の納入状況を定期的に確認し，早めに未納者との連絡をとる。

（実績） 未納者：0％（収納率100％）

21年度 各幼稚園の授業料の納入状況を定期的に確認し，早めに未納者との連絡をとる。

未納者：0％（収納率100％）

22年度 継続実施〈目標〉未納者：0％（収納率100％）

23年度 継続実施〈目標〉同上

24年度 継続実施〈目標〉同上

25年度 継続実施〈目標〉同上

26年度 継続実施〈目標〉同上

概 要 〔学校給食費の滞納額等の縮減等；健康教育課〕

学校給食費の未納は，学校に在籍中は各学校において，催告等の滞納整理を行い，

卒業及び転出により学校を離れた児童・生徒については，滞納整理事務を教育委員

会事務局健康教育課に事務移管し，健康教育課で納入通知書の送付及び戸別訪問等

を行い滞納の縮減を図る。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 年間190回の学校給食を提供し，園児，児童・生徒の保護者及び教職員から学校給

（実績） 食費を徴収した。

現年分収納率：99.59％，滞納繰越分収納率：11.02％

滞納繰越分縮減額：2,944千円

21年度 年間191回程度の学校給食を提供し，園児，児童・生徒の保護者及び教職員から学

校給食費を徴収する。

現年分収納率：99.65％，滞納繰越分収納率：30.00％

滞納繰越分縮減額：3,000千円
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22年度 年間190回程度の学校給食を提供し，園児，児童・生徒の保護者及び教職員から学

校給食費を徴収する。

〈目標〉現年分収納率：99.65％，滞繰分収納率：30.00％，縮減額：3,000千円

23年度 継続実施〈目標〉同上

24年度 継続実施〈目標〉同上

25年度 継続実施〈目標〉同上

26年度 継続実施〈目標〉同上

② 実 施 企業誘致による税収の確保・雇用の確保 担当 経済部

項 目 部署 産業振興課

概 要 「つくば市産業振興マスタープラン」に基づき，つくばの科学技術集積や広域交

通インフラ，及び奨励制度等を生かした，企業誘致活動を展開し，市内への企業立

地を促進し，雇用の確保及び税収の確保を図る。

（関連計画：つくば市産業振興マスタープラン）

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 市外企業訪問活動，市内企業フォローアップ訪問活動，イベント等でのＰＲ活動，

（実績） 固定資産税の特例措置

市内への企業立地：８社，それに伴う雇用の確保：350人

21年度 市外企業訪問活動，市内企業フォローアップ訪問活動，イベント等でのＰＲ活動，

企業立地奨励金

企業立地：６社，雇用の確保：300人

税増収見込：固定資産税160,000千円，法人市民税113,400千円 計273,400千円

22年度 継続実施〈目標〉企業立地：６社，雇用の確保：300人，税増収見込：273,400千円

23年度 継続実施〈目標〉同上

24年度 継続実施〈目標〉企業立地：８社，雇用の確保：400人，税増収見込：311,200千円

25年度 継続実施〈目標〉同上

26年度 継続実施〈目標〉同上

③ 実 施 国・県補助金等の積極的な活用 担当 全課等

項 目 部署

概 要 国，県補助制度や合併特例債等を活用することにより，市民が必要とする事業を

積極的に実施する。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 ・地域住宅交付金の補助制度を活用した指定道路台帳図の整備。（建築指導課）

（実績） ・木造住宅耐震診断士派遣事業，耐震化啓発パンフレットの購入。（建築指導課）

・新しく建設するサッカー場に関して，(財)日本サッカー協会にフットボールセン

ター整備事業の補助申請を行ったところ，この事業に採択され75,000千円の補助金
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が交付になった。（スポーツ振興課）

21年度 まちづくり交付金によるつくば駅前広場の整備（研学地区整備推進課）

ウエルネスパークの多目的広場整備について，独立行政法人日本スポーツ振興セン

ターから，23,184千円の補助金が交付された。（スポーツ振興課）

22年度 特定財源の活用推進

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

④ 実 施 自主財源確保の研究 担当 財務部財政課

項 目 部署 関係各課等

概 要 各税の適正な税率設定や法定外目的税導入など，自主財源確保のための方策を検

討する。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 都市計画税の賦課・徴収

（実績）

21年度 自主財源確保の研究

22年度 継続実施

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

⑤ 実 施 未利用財産の売り払い等の実施 担当 財務部管財課，関係各課等

項 目 部署

概 要 未利用の土地や用途廃止した法定外公共物について，積極的に売払いなどの処分

を行う。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 用途廃止済み法定外公共物の売払いを実施。

（実績） 件数：27件，面積：1,551.37㎡，金額：12,734千円

21年度 用途廃止済み法定外公共物の売払いを実施。

件数：16件，面積：1,056.39㎡，金額：7,689千円

22年度 継続実施

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施
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26年度 継続実施

⑥ 実 施 広告収入等を活用した財源確保の推進 担当 市長公室広報広聴課

項 目 部署 総務部情報システム課，関係各課

概 要 市広報紙，ホームページ等への民間広告の掲載や市施設のネーミングライツの売

却を実施することにより，産業振興や自主財源の確保を図る。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 広報つくばに有料広告掲載 収入額：1,140千円

（実績） 市ホームページに有料広告掲載 収入額：3,660千円

21年度 広報つくばに有料広告掲載 収入額：990千円

市ホームページに有料広告掲載 収入額：5,190千円

フットボールスタジアムつくばの命名権を売却（スポーツ振興課）

契約金額：年間250万円（契約期間３年６ヶ月）

22年度 広報つくばに有料広告掲載 〈目標〉収入額：1,039千円（5％増）

市ホームページに有料広告掲載〈目標〉収入額：4,320千円（30千円/月×144コマ）

広告を掲載することにより市民べんり帳を無償で作成

23年度 継続実施〈目標〉同上

24年度 継続実施〈目標〉同上

25年度 継続実施〈目標〉同上

26年度 継続実施〈目標〉同上

⑦ 実 施 下水道への加入促進 担当 上下水道部

項 目 部署 下水道管理課

概 要 生活環境保全のため，公共下水道事業を推進するとともに，供用開始区域内未利

用者の早期接続を促進して，水洗化率の向上を図る。

（関連計画：つくば市公共下水道全体計画説明書）

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 市報及び下水道いろいろコンクール等の各種イベントや水洗化促進のための補助制

（実績） 度などの方策を活用し普及促進を図った。

下水道水洗化率：92.2％，下水道使用料収入：3,590,850千円

21年度 市報及び下水道いろいろコンクール等の各種イベントや水洗化促進のための補助制

度などの方策を活用し普及促進を図った。

下水道水洗化率：92.3％，下水道使用料収入：30,000千円増（平成20年度比）

22年度 市報及び下水道いろいろコンクール等の各種イベントや水洗化促進のための補助制

度などの方策を活用し普及促進を図る。

〈目標〉下水道水洗化率：92.4％，使用料収入：60,000千円増（平成20年度比）

23年度 継続実施
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〈目標〉下水道水洗化率：92.5％，使用料収入：90,000千円増（平成20年度比）

24年度 継続実施

〈目標〉下水道水洗化率：92.6％，使用料収入：120,000千円増（平成20年度比）

25年度 継続実施

〈目標〉下水道水洗化率：92.6％，使用料収入：150,000千円増（平成20年度比）

26年度 継続実施

〈目標〉下水道水洗化率：92.6％，使用料収入：180,000千円増（平成20年度比）

（３）適正な受益者負担に基づく行政サービスの提供

① 実 施 適正な受益者負担の確保 担当 関係各課等

項 目 部署

概 要 受益者負担の原則に基づき，市の事業において適正な受益者負担を行い，財源を

確保する。

公民館のあり方を見直した上で，公民館条例を改正し，利用料金の徴収等適正な

受益者負担の確保に努める。（生涯学習課）

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 「フットボールスタジアムつくば」の使用料制定（スポーツ振興課）

（実績）

21年度 公民館等施設整備計画調査の実施。公民館利用市民アンケートの実施。

（生涯学習課）

22年度 受益者負担についての利用団体意見交換会の実施。公民館等施設整備基本計画の策

定。公民館条例の改正（免除規定の見直し，新たな利用料金設定）。（生涯学習課）

23年度 施設利用料金の徴収（生涯学習課）

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

② 実 施 使用料・手数料の見直し 担当 財務部財政課

項 目 部署 関係各課等

概 要 使用料・手数料について定期的な見直しを行い，適正な受益者負担の確保に努め

る。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 つくば市行政財産使用料条例の運用

（実績）

21年度 使用料・手数料の定期的な見直し

22年度 継続実施

23年度 継続実施
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24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

③ 実 施 市関連駐車場使用料金の適正化 担当 財務部管財課

項 目 部署 関係各課等

概 要 市庁舎駐車場や出先機関の駐車場を有料化するとともに，市が運営する有料駐車

場の使用料金を定期的に見直し，使用料金の適正化を図る。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度

（実績）

21年度 新庁舎駐車場の有料化の検討

22年度 新庁舎来客駐車場及び職員駐車場の有料化実施

市が運営する有料駐車場使用料金改定の検討

23年度 出先機関職員駐車場の有料化実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

④ 実 施 公立保育所延長保育利用料金徴収の検討 担当 保健福祉部

項 目 部署 こども課

概 要 延長保育料金の徴収について，受益者負担の原則の観点から検討していく。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度

（実績）

21年度

22年度 入所児童の保護者へアンケートを実施するとともに，他市町村の動向を調査する。

延長保育利用料金徴収の検討。

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

⑤ 実 施 放課後児童クラブ利用料の設定 担当 保健福祉部

項 目 部署 こども課

概 要 平成18年度より，児童館で実施している公営の児童クラブにおいても，受益者負

担の原則と民営の児童クラブとの格差是正のため利用料の徴収を行っているが，今
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後は，利用時間の延長等サービスの向上とそれに伴う利用料について検討していく。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 児童館等において，放課後，児童クラブ員に適切な遊び及び生活の場を与えること

（実績） により，児童の健全育成を図った。

児童クラブ利用料：月額4,000円（二人目以降2,000円）

受入人数：789名，利用料決算額：29,212千円

21年度 児童クラブ条例の制定。児童クラブ室の整備。

22年度 条例の内容を周知し実施する。児童クラブ室の整備を図る。

23年度 児童福祉施設適正化配置計画に基づき見直しを図る。

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

⑥ 実 施 粗大ごみ有料戸別収集システムの運用 担当 環境生活部

項 目 部署 廃棄物対策課

概 要 粗大ごみの発生抑制と処理費用負担の公平化を図るとともに，ごみ処理に要する

費用を削減するため，粗大ごみ有料戸別収集システムを実施する。

（関連計画：つくば市一般廃棄物処理基本計画）

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 粗大ごみの戸別有料収集

（実績） 粗大ごみ量：1,080トン

粗大ごみ処理券販売枚数：21,640枚，粗大ごみ処理手数料収入：8,656千円

21年度 粗大ごみ有料戸別システムの継続実施

粗大ごみ減量化に向けた啓発活動の実施

22年度 継続実施

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

⑦ 実 施 家庭系ごみ有料化の検討 担当 環境生活部

項 目 部署 廃棄物対策課

概 要 家庭系ごみの発生抑制と処理費用負担の公平化を図り，ごみ処理に要する経費を

削減するため，家庭系ごみ有料化の調査・検討を行う。

（関連計画：つくば市一般廃棄物処理基本計画）

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 ごみ有料化は，ごみの減量や不公平感の緩和などを目的とされているが，有料化は市民
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（実績） への新たな経済的負担を負わせることや様々な問題点があり慎重な検討が必要となるた

め，有料化を実施している他自治体の導入状況や実施方法などの事例収集を実施。

21年度 先進地事例調査

22年度 先進地事例調査

23年度 有料化に向けた導入の検討

24年度

25年度

26年度

（４） 補助金等の適正な執行

① 実 施 補助金制度の適正化 担当 財務部

項 目 部署 財政課

概 要 組織の運営補助について，原則廃止を目標にして徹底した見直しを行い，事業費

補助を原則とした適正化を実施する。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 組織運営補助については消極的な扱いとし，より効果的な事業へとシフトさせると

（実績） ともに，事務事業の整理合理化・経費の節減・積極的な自主財源の確保等を指導し

ながら，平成21年度当初予算において補助金等のスリム化に努めた。

21年度 組織運営補助，事業費補助の区分や組織の運営状況，事業の内容，効果及び必要性

を明確にするとともに，事務事業の整理合理化・経費の節減・積極的な自主財源の

確保等を指導しながら，平成22年度当初予算において補助金等のスリム化に努める。

22年度 継続実施

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

② 実 施 産業振興に対する補助制度の適正執行 担当 経済部

項 目 部署 産業振興課

概 要 市内中小企業者及び商工団体等の事業活動を支援することで，市内中小企業の経

営基盤の安定・強化及び経営の革新等を推進するとともに，新たな産業の創出を促

進し，市内産業の活性化を図る。（関連計画：つくば市産業振興マスタープラン）

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 ・つくば市商工業振興事業補助金（38,250千円）

（実績） ・信用保証料補助（545件，61,230千円）

・融資利子補給金（1,686件，43,090千円）

・つくば市産業創出支援補助金 （35件，15,620千円）
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21年度 ・つくば市商工業振興事業補助金（38,250千円）

・信用保証料補助（545件，61,230千円）

・融資利子補給金（1,686件，43,090千円）

・つくば市産業創出支援補助金 （35件，15,620千円）

22年度 継続実施〈目標〉同上

23年度 継続実施〈目標〉同上

24年度 継続実施〈目標〉同上

25年度 継続実施〈目標〉同上

26年度 継続実施〈目標〉同上

③ 実 施 米飯給食政府助成金差額助成事業の段階 担当 教育委員会事務局

項 目 的廃止 部署 健康教育課

概 要 学校給食用米穀の政府値引き措置の廃止に伴い，実施していた差額助成を段階的

に廃止する。（当初，１食につき20円を助成していたが，現在は１食につき10円を

助成している。）

米飯差額助成の必要性については，今後，教育委員会内において検討を行い決定

する。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 年間給食実施回数：190回，給食提供人数：19,968人

（実績） 米飯給食に対する年間助成金額：20,825千円，１食につき10円を助成

21年度 年間給食実施回数：190回，給食提供人数：20,102人

米飯給食１食につき10円を助成

22年度 継続実施，米飯差額助成の必要性の検討

23年度

24年度

25年度

26年度

（５） 地方公営企業の経営健全化

① 実 施 市立病院のあり方の検討 担当 市立病院

項 目 部署

概 要 市立病院の今後のあり方について検討を行う。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 外来患者の減少を含め厳しい状況の中で，病院経営改善委員会を毎月実施し，人員

（実績） 配置，接遇向上，環境改善や他の医療機関との連携強化，地域住民への広報等の取

組を行った。公立病院改革プランでは，病院運営審議会の答申及び社団法人全国自

治体病院協議会の経営診断報告書や庁内の病院運営検討会の提案により診療所化・
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指定管理者・民間譲渡・廃院などの提案が示された。この提案と病院の経営状況を

市民にお知らせし意見を伺いながら検討していく。

21年度 各種報告書などに基づいて，提案された形態（診療所化・指定管理者・民間譲渡・

廃院）について検討。市民アンケートを実施し，市民の意向を踏まえた検討実施。

22年度 検討結果を踏まえ，適切な対応を行う。

23年度

24年度

25年度

26年度

② 実 施 地域水道ビジョン及び水道事業基本計画 担当 上下水道部

項 目 の策定・運用 部署 水道総務課

概 要 安全な水の安定供給の確保に向け，事業の充実と経営の健全化を図るため，地域

水道ビジョン及び水道事業基本計画を策定し，適切に運用していく。

（関連計画：つくば市地域水道ビジョン，つくば市水道事業基本計画）

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度

（実績）

21年度 市民意識調査（アンケート）の実施

素案の作成

有識者等から意見を聴くための懇談会の開催

22年度 パブリック・コメントの実施

決定及び公表

23年度 運用

24年度 運用

25年度 運用

26年度 運用

③ 実 施 上水道への加入促進 担当 上下水道部

項 目 部署 業務課

概 要 安全で安心な水道水のＰＲなど，特に既整備地区に対して積極的な広報活動を行

い，上水道の加入促進に取り組む。（関連計画：つくば市地域水道ビジョン）

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 市報及びまつりつくば等の各種イベントを活用するとともに，未普及地区における説明会

（実績） を積極的に開催し，水道水の安全・安定性をＰＲして普及促進を図る。

上水道普及率：74.9％，水道料金収入：3,369,746千円

21年度 市報及びまつりつくば等の各種イベントを活用するとともに，未普及地区における説明会
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を積極的に開催し，水道水の安全・安定性をＰＲして普及促進を図る。

上水道普及率：75.2％，新規加入者水道料金収入：28,000千円

22年度 継続実施

〈目標〉上水道普及率：76.1％，新規加入者水道料金収入：47,000千円

23年度 継続実施

〈目標〉上水道普及率：76.9％，新規加入者水道料金収入：48,000千円

24年度 継続実施

〈目標〉上水道普及率：77.8％，新規加入者水道料金収入：66,000千円

25年度 継続実施

〈目標〉上水道普及率：78.7％，新規加入者水道料金収入：55,000千円

26年度 継続実施

〈目標〉上水道普及率：79.6％，新規加入者水道料金収入：60,000千円
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４ 人材育成と効果的な人事システムの構築を図ります。

・社会情勢の変化を的確に把握し，経営感覚とコスト意識を持って職務を遂行

する職員を育成します。

・職員の資質を向上し効率的な行政運営を実践することにより，職員定員の適

正化を推進し，市民１万人当たりの職員数８０人以下
（※）

を目指します。

・体系的かつ実践的な人材育成プログラムの構築と客観的な能力評価に基づく

人事評価制度の効果的な活用を図ります。

※ 住民基本台帳人口比。数値が低い方が少ない職員数で運営されることになります。平成21年

4月1日現在では，91人となっています。また，特例市（全国41市）の平均は87人となってい

ます。

（１）職員の意識改革と人材の育成

①職員提案制度の活用

②職場内機会均等の促進

③男女共同参画連絡調整員の配置・活用

④職員の意識改革に向けた取り組みの実施

⑤人事交流の促進

⑥管理職昇格制度の運用

⑦ジョブローテーションの実施

⑧インターンシップ事業の推進

（２）職員数と人事配置の適正化

①定員適正化計画の推進

②職員再任用制度の活用

③複線型人事管理の導入

④部長意見を重視した人事異動の実施

⑤勧奨退職制度活用の検討

（３）人事評価制度の確立

①人事評価制度の充実

②目標管理制度の推進
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（１） 職員の意識改革と人材の育成

① 実 施 職員提案制度の活用 担当 市長公室

項 目 部署 企画経営課

概 要 市政に関する提案や業務改善報告を提出する職員提案制度を積極的に活用し，市

政の発展と職員の意識改革及び士気の高揚を図る。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 上半期と下半期に分け，年２回審査，表彰を行った。なお，それぞれテーマを設定

（実績） し，提案を募集したところ提案数が増加した。

平成20年度提案・改善報告数：計64件，平成20年度実現提案件数：６件

21年度 年２回審査，表彰を実施

22年度 継続実施，制度の見直しを検討

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

② 実 施 職場内機会均等の促進 担当 全課等

項 目 部署

概 要 職場内機会均等の促進を図るため，男女を問わず職務全般にわたる業務の経験と

研修の機会確保に努める。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 業務全般に係る研修会等への参加を男女問わず，専門分野の知識や情報の習得を図

（実績） るため，積極的に研修会等へ参加した。（都市計画課）

国土交通大学校等主催の建築物の構造計算・監察業務等の専門研修に男性１名，女

性１名が参加した。（建築指導課）

21年度 全課等において継続実施

22年度 継続実施

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

③ 実 施 男女共同参画連絡調整員の配置・活用 担当 市民生活部

項 目 部署 市民活動課男女共同参画室

概 要 庁内における男女共同参画の推進を図るため，「男女共同参画連絡調整員」の配

置・活用を行う。（関連計画：つくば市男女共同参画推進基本計画）

年 度 実 施 予 定 内 容
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20年度 庁内各部の企画監等に｢男女共同参画連絡調整員｣を依頼・配置した。（11名）

（実績）

21年度 庁内各部に「男女共同参画連絡調整員」を置き，各部の事業実施が男女共同参画の

視点で行われるよう調整及び検討を行う。また，男女共同参画啓発事業のＰＲ・周

知等を行う。

22年度 庁内各部に「男女共同参画連絡調整員」を置き，各部の事業実施が男女共同参画の

視点で行われるよう調整及び検討を行う。また，男女共同参画社会に対する理解と

推進体制の充実を図るため，連絡調整員会議等を開催する。

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

④ 実 施 職員の意識改革に向けた取り組みの実施 担当 総務部

項 目 部署 人事課

概 要 パートナー型市政の確立に向けた「協働」をテーマにした研修を実施していく。

また，職場内研修（ＯＪＴ）の指針となるマニュアルを周知することにより，各

職場内等の活性化を図る。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 市民参加型まちづくり技法研修（協働研修） 受講者数：26人

（実績） 基本研修で「目標による管理とＯＪＴ」の教科を実施 受講者数：13人

21年度 市民参加型まちづくり技法研修（協働研修） 受講者数：30人

基本研修で「目標による管理とＯＪＴ」の教科を実施 受講者数：25人

22年度 継続実施〈目標〉協働研修：30人，ＯＪＴ：39人

23年度 継続実施〈目標〉協働研修：30人，ＯＪＴ：25人

24年度 継続実施〈目標〉同上

25年度 継続実施〈目標〉同上

26年度 継続実施〈目標〉同上

⑤ 実 施 人事交流の促進 担当 総務部

項 目 部署 人事課

概 要 国・県及び関係機関との人事交流及び派遣研修によって，事業の推進方法や新規

事業のノウハウ等の幅広い知識を習得できるよう人事交流を促進する。

（関連計画：つくば市人材育成基本方針）

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 国・県及び関係機関に20名を派遣するとともに，茨城県及び関係機関から17名の派

（実績） 遣を受けた。 派遣職員計37名
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21年度 国・県及び関係機関に20名を派遣するとともに，茨城県及び関係機関から16名の派

遣を受けた。 派遣職員計36名

22年度 継続実施〈目標〉派遣職員計35名

23年度 継続実施〈目標〉同上

24年度 継続実施〈目標〉同上

25年度 継続実施〈目標〉同上

26年度 継続実施〈目標〉同上

⑥ 実 施 管理職昇格制度の運用 担当 総務部

項 目 部署 人事課

概 要 業務を適切に執行管理したり，人材育成を推進していく上で管理職の役割が重要

であり，管理職として資質の向上を図るため，また，平成22年度から始まる新係長

制度での係長の登用などのためのレポートの提出や人事評価制度を活用し，制度の

運用を図る。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 対象者に管理職登用のためのレポートの提出を呼びかけ，合計203名の職員からレ

（実績） ポートが提出された。提出されたレポートについては，採点のうえ人事評価制度の

結果とともに，平成21年４月１日付けの人事異動に活用した。

21年度 平成22年度から始まる新係長制度に向け，主任主査及び主査を対象に新係長への昇

任のためのレポート提出を行なった。両職位合わせて，約300名の提出があった。

今後レポートの評価を行い昇任につなげていく。

22年度 継続実施

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

⑦ 実 施 ジョブローテーションの実施 担当 総務部

項 目 部署 人事課

概 要 多種多様にわたる様々な職務をバランスよく経験することが個々の視野を広め，

能力を磨くことになるため，採用後10年間はジョブローテーションにより，複数の

部署を経験させる。（関連計画：つくば市人材育成基本方針）

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 採用後10年以内の職員を対象として，ジョブローテーションによる異動を行った。

（実績）

21年度 採用後10年以内の職員324人の内，約30％の97名の異動を行った。

22年度 継続実施〈目標〉採用後10年以内の職員の内，30％の異動を行う。
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23年度 継続実施〈目標〉同上

24年度 継続実施〈目標〉同上

25年度 継続実施〈目標〉同上

26年度 継続実施〈目標〉同上

⑧ 実 施 インターンシップ事業の推進 担当 総務部

項 目 部署 人事課

概 要 学生が就職体験を通して勤労観や職業観をはぐくむとともに，職員の意識改革や

資質の向上を図るため，筑波大学との協定を始め，様々な大学とのインターンシッ

プ事業を全庁的に拡大し，学生の受入部署数の拡大を図る。

（関連計画：つくば市人材育成基本方針）

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 大学及び学生からの希望があったものについては，すべて受入を行った。６大学か

（実績） ら計８名をインターンシップ生として受け入れた。

21年度 インターンシップ生として７大学から12名を受け入れた。

22年度 継続実施〈目標〉学生10名受入

23年度 継続実施〈目標〉同上

24年度 継続実施〈目標〉同上

25年度 継続実施〈目標〉同上

26年度 継続実施〈目標〉同上

（２） 職員数と人事配置の適正化

① 実 施 定員適正化計画の推進 担当 総務部

項 目 部署 人事課

概 要 総人件費を抑制し，無駄のない行政を展開するために，定員適正化計画に基づい

た定員管理を推進する。（関連計画：つくば市第２次定員適正化計画）

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 第２次定員適正化計画に基づき全体で36人の職員削減を行った。

（実績） 計画における1,860人の目標に対し，実績は1,842人であり，計画を18人上回る削減

を実施した。 平成20年4月1日現在の職員数：1,842人

21年度 継続実施，全体で23人の職員削減を行った。計画を12人上回る削減を実施した。

平成21年4月1日現在の職員数：1,819人，削減効果額：216,765千円

22年度 継続実施

〈目標〉47人減，削減額：442,955千円（H20年度比）

業務量，人口増を考慮し，今後の計画を検討

23年度 計画策定後実施予定

24年度 継続実施
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25年度 継続実施

26年度 継続実施

② 実 施 職員再任用制度の活用 担当 総務部

項 目 部署 人事課

概 要 つくば市職員再任用条例に基づき，退職者の知識，経験を業務に活用するととも

に，定員適正化計画の推進を図るため，定年退職者等を対象に再任用職員として採

用する。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度

（実績）

21年度 一般行政職職員３人，企業職職員１人を，再任用職員として採用し，それぞれの経

験等を考慮しながら配置した。勤務形態は，常時勤務が１人，短時間勤務が３人で

ある。

22年度 継続実施〈目標〉５人採用

23年度 継続実施〈目標〉同上

24年度 継続実施〈目標〉同上

25年度 継続実施〈目標〉同上

26年度 継続実施〈目標〉同上

③ 実 施 複線型人事管理の導入 担当 総務部

項 目 部署 人事課

概 要 多様化複雑化する住民ニーズに対応するため，専門分野に深い知識をもつ職員の

養成や採用を行う。

また，スペシャリストを養成することが可能な人事管理システムを構築する。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 各部等からの要望に基づき，専門知識を持つ職員として，建築職２名，社会福祉士

（実績） １名，保育士４名，消防士３名を採用した。

21年度 事務職及び現業職の採用を押さえ，職員削減を行ない専門職の補充と事務職の代わ

りに専門職員を新規採用。

各部等からの要望に基づき，専門識員として，建築職２名，土木職２名，化学職２

名，保育士７名，幼稚園教諭３名，看護師１名，薬剤師１名，消防士３名，救急救

命士２名を採用した。

22年度 専門職員の欠員補充

各部等からの要望に基づき，専門識員として，建築職２名，土木職１名，保育士７

名，幼稚園教諭３名，管理栄養士１名，看護師２名，消防士６名を採用する予定。

23年度 専門職の欠員補充と専門的研修の実施
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24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

④ 実 施 部長意見を重視した人事異動の実施 担当 総務部

項 目 部署 人事課

概 要 部内における人事異動全般については，人事に関する部長ヒアリング等を開催し，

部長の意見を参考に実施するほか，主査級以下の職員の人事異動は，部内を統括す

る部長の意見を反映して実施するシステムを導入する。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 平成21年１月にすべての部等を対象として人事に関する部長ヒアリングを実施し，

（実績） 結果を４月の人事異動に反映させた。

21年度 継続実施

22年度 継続実施

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

⑤ 実 施 勧奨退職制度活用の検討 担当 総務部

項 目 部署 人事課

概 要 定員適正化計画に基づく職員数の削減及び人件費を抑制するため，勧奨退職制度

を活用する。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 平成20年度つくば市職員退職勧奨要項に基づき，勤続期間が20年以上である職員か

（実績） つ年齢が45歳以上59歳未満の職員を対象に実施し，21名の職員が勧奨退職となった。

21年度 平成21年度つくば市職員退職勧奨要項に基づき，勤続期間が25年以上である職員か

つ年齢が50歳以上59歳未満の職員を対象に実施し，16名の職員が勧奨退職となった。

22年度 制度のあり方の検討

23年度

24年度

25年度

26年度
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（３）人事評価制度の確立

① 実 施 人事評価制度の充実 担当 総務部

項 目 部署 人事課

概 要 人事評価は，その結果を適正な処遇（勤勉手当の成績率等）に反映させること，

また，人材育成につなげることを主たる目的として，全職員を対象に実施している。

今後は，必要に応じた評価内容等の見直しを行うとともに，評価者研修を継続し

て実施することにより，平成23年度の昇給への反映に向けて，さらなる精度の向上

を図る。（関連計画：つくば市人材育成基本方針）

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 各部署からの人事評価結果については，部門間のバランス調整を行うため，各部

（実績） 長等との協議を数回実施し，最終結果とした。

成績率基準については，人事評価結果を７段階に区分し，標準を挟んだ上下に各

３つの段階を設け，評価結果に応じた成績率を設定した。

その結果，６月期で管理職員の13.0％，非管理職員の15.2％，12月期で管理職員

の17.1％，非管理職員の13.9％が，標準を超えた評価区分となり，適切に勤勉手当

を支給できた。

また，人事評価者訓練研修を実施した。（受講者数：332人）

21年度 年１回の評価に切り替え，評価結果を翌年度の勤勉手当に反映

人事評価者訓練研修受講者数：313人

22年度 人事評価制度の精度向上と翌年度の昇給へ反映するための評価を実施

〈目標〉人事評価者訓練研修受講者数：300人

23年度 人事評価制度の精度向上と前年度の評価による昇給への反映

〈目標〉人事評価者訓練研修受講者数：300人

24年度 人事評価制度の精度向上

〈目標〉人事評価者訓練研修受講者数：300人

25年度 継続実施

26年度 継続実施

② 実 施 目標管理制度の推進 担当 総務部

項 目 部署 人事課

概 要 人事評価制度の実施にあたり，上司と部下との協議により年間目標を定め，年度

末にその成果を評価する目標管理制度を推進する。

（関連計画：つくば市人材育成基本方針）

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 ・年度当初に上司から部下へ当該部署の年間業務方針や目標を示し，上司との面接

（実績） を通して，それに沿った職員個々の年間目標を決定する。

・評価期間終了時に，当初目標の達成度を本人，１次評価者及び２次評価者がそれ
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ぞれ評価し，目標管理制度を推進した。

・所属長は，職員本人に評価を通した現状を把握させ，次のステップへのアドバイ

スを行うなど，人材育成を行いながら，市民サービスの向上を目指した。

21年度 継続実施

22年度 継続実施

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施
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５ 公共施設等の適正な整備を進めます。

・市民の利便性向上や安全性の確保，ライフサイクルコストの縮減等の視点に

立ち，将来財政計画との整合等を踏まえ公共施設の再配置計画を策定します。

・ユニバーサルデザインの考えを取り入れた施設整備を進めます。

（１）人にやさしい公共施設等の整備

①ユニバーサルデザイン事業の実施

（２）公共工事コストの縮減

①国，県の公共工事コスト縮減対策に準じた施策の推進

②工事設計段階における資材の再利用

（３）公共施設等の適切な運営

①市公共施設のあり方の検討

②旧庁舎跡利用の検討

③公民館等のあり方の検討
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（１） 人にやさしい公共施設等の整備

① 実 施 ユニバーサルデザイン事業の実施 担当 全課等

項 目 部署

概 要 新設公共公益施設等のユニバーサルデザイン化，歩道の改修

既設公共公益施設等の改修（段差解消・トイレ等），案内サインの設置等

（関連計画：つくば市ユニバーサルデザイン基本方針）

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 高崎自然の森第１駐車場トイレ新設工事（農業課）

（実績） 「健康づくり拠点整備事業」の主な事業である健康増進施設とサッカー場等につい

て，建築指導課と協議を行い，ユニバーサルデザインを取り入れた設計とした。

（スポーツ振興課）

ノバホール大規模改修について，筑波技術大学との協働により，ユニバーサルデザ

イン及びバリアフリーのコンセプトを，サイン改修・トイレ改修・手摺り設置工事

の設計に反映したほか，施工時には車椅子利用者や高齢者の協力を得て，取付位置

高さや色調の選定等の実地検証を行った。（国際文化課）

21年度 高崎自然の森林内休憩所整備（農業課）

大清水公園トイレ改修工事（都市施設課）

22年度 高崎自然の森林内歩道改良工事（農業課）

新設公園のユニバーサルデザイン化（都市施設課）

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

（２） 公共工事コストの縮減

① 実 施 国，県の公共工事コスト縮減対策に準じ 担当 総務部

項 目 た施策の推進 部署 契約検査課

概 要 計画・設計の見直し，工事発注の効率化，新工法の導入などによる直接的な工事

費の縮減や建物生涯費用（ライフサイクルコスト）の低減等については，これまで

の実績をもとに引き続き推進するとともに，国，県における公共工事コスト縮減の

具体的施策を積極的に取り入れ，公共工事コスト縮減を推進する。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 工事主管課において，国県等の施策と連携をとりながら，市が作成した工種別コス

（実績） ト縮減チェックリストにより，計画・設計の見直し，施設等の耐久性の向上及びリ

サイクル推進等を行い，継続的なコスト縮減が図られた。

21年度 計画・設計の見直し，施設等の耐久性の向上及びリサイクル推進等により継続的な

コスト縮減が図られた。
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22年度 継続実施

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

② 実 施 工事設計段階における資材の再利用 担当 経済部

項 目 部署 土地改良課

概 要 道路・排水整備工事の実施にあたり，残土及び構造物等再利用可能なものは，現

場内利用と地区間利用を最大限推進し，有効活用を図り，コストを縮減する。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 残土の現場内利用及び地区間利用：計14地区，残土利用量 938㎥

（実績） 資材等の現場内利用及び地区間利用：計11地区，柵板 731枚等

削減額合計：3,832千円（工事請負費当初予算192,900千円に対し約2.0%）

21年度 残土の現場内利用及び地区間利用：計16地区予定

資材等の現場内利用及び地区間利用：計６地区予定

予定削減額合計：4,128千円（工事請負費のうち2.0%）

22年度 継続実施〈目標〉工事請負費のうち2.0%の削減

23年度 継続実施〈目標〉同上

24年度 継続実施〈目標〉同上

25年度 継続実施〈目標〉同上

26年度 継続実施〈目標〉同上

（３） 公共施設等の適切な運営

① 実 施 市公共施設のあり方の検討 担当 市長公室

項 目 部署 企画経営課

概 要 市の公共施設について，施設の目的や利用実態，設置状況などを検証し，施設を

バランスよく配置することにより，市民サービスの向上を図る。また，管理運営の

方法などを検討し，効率化による経費の削減を図る。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度

21年度

22年度 全公共施設の設置状況，利用状況などを調査し，施設カルテを作成する。

23年度 各施設について，市民サービスの向上，効率化による経費の削減を図るためのあり

方を検討。

24年度 各施設について，今後の方針を策定

25年度
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26年度

② 実 施 旧庁舎跡利用の検討 担当 市長公室

項 目 部署 企画経営課

概 要 「新庁舎建設に伴う現庁舎等利活用方針」に従い，旧庁舎等の取り扱いに関し，

具体的な利活用を検討する。（関連計画：新庁舎建設に伴う現庁舎等利活用方針）

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 「新庁舎建設に伴う現庁舎等利活用方針（案）」を作成。

（実績）

21年度 「新庁舎建設に伴う現庁舎等利活用方針」策定。

現庁舎及び跡地等の具体的利活用を検討。

22年度 旧庁舎及び跡地等の具体的利活用を検討する。

23年度 旧庁舎を順次撤去。跡地等の具体的利活用を検討する。

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

③ 実 施 公民館等のあり方の検討 担当 市民部

項 目 部署 生涯学習課

概 要 これからの公民館のあり方として，地域の学習拠点，コミュニティーの場として

の役割，市民のニーズに沿った運営を図り，公民館が市民にとって身近に感じられ

るような，誰もが利用しやすい施設として検討していく。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度

（実績）

21年度 ・公民館等施設整備計画調査の実施

・公民館利用団体アンケートの実施

・公民館利用団体意見交換会の実施

・公民館利用に関する市民アンケートの実施

22年度 ・公民館等施設整備基本計画の策定

（公民館の今後のあり方方針，機能などの検討）

・公民館条例の改正

（今後のあり方方針に基づく設置目的をもった新たな条例への改正）

23年度 新たな条例に基づく施設の運営

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施
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６ 民間活力の積極的な活用を進めます。

・各種事務事業の実施に当たり，ＮＰＯや企業等民間の経営感覚や手法等を取

り入れた事務の推進を図ります。

・行政が自ら実施するよりも民間事業者等に委ねた方が効率的，又は，より

質の向上が期待できる事務事業について，アウトソーシングを図ります。

（１）民間活力の活用による施設整備

①ＰＦＩ事業方式，リース方式導入の検討

（２）民間活力の活用による公共サービスの提供

①指定管理者制度の活用

②待機児童解消に向けた民間保育所の拡充及び公立保育所民営化の検討

③公立幼稚園の再編と民間活力の活用

④地籍調査事業における一部民間委託の推進
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（１）民間活力の活用による施設整備

① 実 施 ＰＦＩ事業方式，リース方式導入の検討 担当 関係各課等

項 目 部署

概 要 新たに公共施設の建設等にあたっては，コスト縮減及び市民サービス向上のため，

ＰＦＩ事業方式やリース方式のメリットを生かせる施設建設・運営等への活用を図

る。また，幅広くＰＦＩ事業方式等を活用するための調査・研究を行う。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 緊急性のある学校校舎について，リース方式による増改築を実施。（施設管理課）

（実績）

21年度 新たな公共施設の建設等にあたりＰＦＩ事業方式，リース方式導入の検討

22年度 継続実施

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

（２） 民間活力の活用による公共サービスの提供

① 実 施 指定管理者制度の活用 担当 市長公室企画経営課

項 目 部署 関係各課等

概 要 公の施設の管理運営において，住民サ－ビスの向上と管理経費の縮減を目的とし

て創設された指定管理者制度について，制度導入が適当である施設には，積極的に

制度の活用を図っていく。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 ・ノバホール，つくばカピオの指定管理更新事務の進行管理，指定管理者候補者選

（実績） 定検討会議の運営，所管課への事務手続きの助言等を実施した。また，指定管理者

導入計画調査を実施した。（行政経営課）

・公園15か所について指定管理者制度導入（都市施設課）

21年度 ・既存指定管理施設（市民研修センター，市民活動センター，大曽根児童館，ふれ

あいプラザ，路外駐車場）の更新事務及び新規施設（ウェルネスパーク）の導入進

行管理，指定管理者候補者選定検討会議の運営，所管課への事務手続きの助言等を

実施した。また，指定管理者導入計画調査，指定管理者制度関係課調整会議を開催。

（行政経営課）

22年度 ・既存指定管理施設の更新事務の進行管理，指定管理者候補者選定検討会議の運営，

指定管理者導入計画調査，指定管理者制度関係課調整会議の開催。（企画経営課）

・つくばウェルネスパークについて指定管理者制度導入（都市施設課）

・児童館への指定管理者制度導入の検討（こども課）

・子育て総合支援センターへの指定管理者制度導入の検討（子育て支援室）
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・豊里ゆかりの森，筑波ふれあいの里への指定管理者制度導入の検討（観光物産課）

23年度 継続実施（企画経営課，こども課）

検討結果を踏まえ方針決定（子育て支援室，観光物産課）

24年度 継続実施（企画経営課，こども課）

25年度 継続実施（企画経営課，こども課）

26年度 継続実施（企画経営課，こども課）

② 実 施 待機児童解消に向けた民間保育所の拡充 担当 保健福祉部

項 目 及び公立保育所民営化の検討 部署 こども課

概 要 待機児童解消のため，民間保育所の拡充を図るとともに，公立保育所の民営化を

検討する。（関連計画：つくば市児童福祉施設適正化配置計画）

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 さくら学園保育園30人定員増，ケアーズ保育園30人定員増。

（実績） 充足率の低い公立保育所においては，異年齢混合保育を実施し，人件費の有効活用

に努める。

21年度 東平塚保育園30人定員増，かなめ保育園30人定員増，わかば保育園分園15人創設。

充足率の低い公立保育所においては，異年齢混合保育を実施し，人件費の有効活用

に努めた。ただし，低年齢児については，待機児童が著しく増加したため，可能な

範囲で定員の確保を実施。

22年度 かつらぎ第２保育園60人創設，青い丘保育園つくば120人創設。

市内中心地区の待機児童解消に資する予定。

公立保育所について民営化に向けた検討。

23年度 島名杉の子保育園30人定員増，アイリス保育園100人創設。

24年度 「児童福祉施設適正化配置計画」に基づいた保育所整備。

25年度 継続実施

26年度 継続実施

③ 実 施 公立幼稚園の再編と民間活力の活用 担当 教育委員会事務局

項 目 部署 学務課

概 要 充足率の低い公立幼稚園を統廃合し，施設に要する経費や人件費を削減する。民

間の幼稚園，認定こども園については，設置及び定員増を承認する。

（関連計画：つくば市学校等適正配置計画について（指針））

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 幼稚園適正規模・配置計画により，統廃合の可能性のある幼稚園を決定したが，充

（実績） 足率の関係から未実施。

21年度 並木幼稚園・桜南幼稚園の将来の統合を見据えた交流事業実施。ミニ運動会等を計

画し，相互の園児，保護者，職員が連携を深めた。
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22年度 適正配置計画を基に交流事業継続実施。民間活力の活用（私立幼稚園進出推進）に

ついては，幼稚園より保育所希望児が増える傾向にあるため一時見合わせる。

23年度 交流事業の継続実施

24年度 交流事業を継続実施していきながら統合を検討していく。

25年度 継続実施

26年度 継続実施

④ 実 施 地籍調査事業における一部民間委託の推 担当 都市建設部

項 目 進 部署 地籍調査課

概 要 民間活力の積極的な活用を進め，工程の一部委託を実施し，作業の効率化と経費

の削減を図る。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 小野崎Ⅰ地区地籍調査事業のＥ工程の一部を測量会社に委託し実施した。

（実績） 調査日数が約10間短縮，職員１名減（４名から３名）

21年度 小野崎Ⅱ地区地籍調査事業のＥ工程の一部を測量会社に委託し実施した。

22年度 継続実施

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施
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７ 行政サービスの質的向上を図ります。

・行政機能の強化と機動力の向上等，新庁舎建設の効果を積極的に活用し，

市民満足度県内一の窓口サービスを目指します。

・従前の枠にとらわれない企業経営の視点に立った自治体経営に取り組み，

行政サービスの効率化と質的向上を図ります。

（１）市民満足度の向上

①土日開庁による窓口サービスの向上

②品質管理の国際標準規格(ISO9001)の認証維持と適切な運営

③職員の接遇能力向上の推進

④在住外国人に対する支援の推進

⑤図書郵送貸出サービスの実施

⑥図書館情報の提供

⑦施設間メール便の実施

（２）窓口事務の総合化（ワンストップサービス）

①ワンストップサービスの拡充

②事務事業のマニュアル化の推進

③ＩＴ研修の実施

（３）ＩＴ（情報技術）を活用した行政事務の効率化

①電子申請及び施設予約の電子化等の拡充

②イントラネットの活用推進

③総合的なコミュニティ・ネットワーク機能の構築

④実効性のある情報セキュリティ対策の充実

⑤インターネットを活用した各種申請書・届出様式の市民向けダウンロードサービ

スの拡充

⑥工事情報の提供

⑦中央図書館と公民館図書室とのオンライン化の運用

⑧市議会定例会，臨時会，各委員会等の会議録の市ホームページへの掲載
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（１）市民満足度の向上

① 実 施 土日開庁による窓口サービスの向上 担当 市民部市民課

項 目 部署 関係各課等

概 要 平成22年５月に開庁する新庁舎の窓口について，「迷わせない」「歩かせない」「待

たせない」「毎日便利」を基本理念とし，窓口業務を土曜日，日曜日においても実

施する。また，木曜日の開庁時間延長も引き続き実施し，市民の利便性の向上を図

る。（関連計画：新庁舎窓口サービス方針）

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 新庁舎窓口サービス方針（案）の検討

（実績） 日曜日の開庁及び木曜日の開庁時間延長を実施（桜庁舎）

21年度 新庁舎窓口サービス方針策定

日曜日の開庁及び木曜日の開庁時間延長を実施（桜庁舎）

22年度 新庁舎窓口の土日開庁及び木曜日の開庁時間延長を実施

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

② 実 施 品質管理の国際標準規格(ISO9001)の認 担当 市長公室企画経営課

項 目 証維持と適切な運営 部署 関係各課等

概 要 行政サービスの質的向上と市民満足度をより一層高めるため，職員の接遇等能力

向上や事務のマニュアル化等を進め，本庁舎の全部署で品質管理の国際規格である

ISO9001の認証を維持していく。また，ISO9001の PDCA マネジメントサイクルを

行政評価と連携させていく。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 行政サービスの質的向上とISO9001規格に基づき構築した，つくば市行政サービス

（実績） 向上システムを運用し，業務の効率化や質的向上，市民満足度の向上に努めた。

ISO9001認証取得対象を筑波，豊里，茎崎，春日庁舎に拡大し，７庁舎の全部署で

認証取得するとともに，３年間の認証を更新した。

窓口対応に対する市民満足度（ISO9001窓口アンケートの６項目平均値）79.3％

21年度 継続実施 窓口アンケート満足度：80.0％

22年度 継続実施，庁舎移転に伴う認証変更，認証維持の検討

〈目標〉窓口アンケート満足度：82.2％

23年度 継続実施，認証更新〈目標〉窓口アンケート満足度：84.3％

24年度 継続実施〈目標〉窓口アンケート満足度：86.3％

25年度 継続実施〈目標〉窓口アンケート満足度：88.2％

26年度 継続実施，認証更新〈目標〉窓口アンケート満足度：90.0％
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③ 実 施 職員の接遇能力向上の推進 担当 総務部

項 目 部署 人事課

概 要 職員の接遇向上を全庁的に推進する「スマイル・アップ運動」（つくば市職員接

遇向上運動）を継続的に実施し，すべての職員の意識改革と更なる接遇向上を図る。

毎年度，接遇リーダー研修を実施するとともに，強化月間を指定し，運動の推進

を内外にアピールする。（関連計画：つくば市接遇マニュアル）

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 職員の接遇向上を目指して「スマイル・アップ運動」を全庁的に推進した。すべ

（実績） ての部署から毎月の接遇状況を報告させ，職場単位での接遇向上を図った。また，

接遇リーダー養成研修を実施し，主に新任の接遇リーダー62名が受講した。

接遇状況調査を実施した結果，得点の下位の部署を接遇強化部署に指定し，13部

署，約70名の職員が接遇強化研修を受講した。

21年度 職員の接遇向上を目指して「スマイル・アップ運動」を全庁的に推進した。すべ

ての部署から毎月の接遇状況を報告させ，職場単位での接遇向上を図った。また，

接遇リーダー養成研修を実施し，主に新任の接遇リーダーが受講した。特に，今年

度を接遇強化年度に指定し，スマイル・アップ運動推進強化委員会を組織し，職員

の接遇向上のための取組を実施した。

覆面による接遇状況調査を実施し，その結果を踏まえた接遇強化研修を実施した。

22年度 継続実施

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

④ 実 施 在住外国人に対する支援の推進 担当 市民部

項 目 部署 国際課

概 要 在住外国人に生活全般に関わる情報を的確に提供していくために，市広報紙の多

言語化・ホームページによる情報の提供・生活情報誌等の発行を適宜行っていく。

また，外国人を対象にした相談窓口を設け，生活上の利便性の向上を図る。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 ・6カ国語による外国語広報紙発行 発行部数：毎月約3,200部

（実績） ・英語版ホームページの公開

・つくば市外国人のための相談室開設 通常相談：158件，法律相談：1件

・外国人のための生活便利帳・制作・発行・国際交流員の配置

発行部数：2,000冊，国際交流員：2人（英語・中国人各1人）

21年度 6カ国語による外国語広報紙発行，英語版ホームページの公開，
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つくば市外国人のための相談室開設，国際交流員の配置（英語・中国人各1人）

22年度 継続実施

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

⑤ 実 施 図書郵送貸出サービスの実施 担当 教育委員会事務局

項 目 部署 中央図書館

概 要 市民が中央図書館やオンラインを結んでいる４つの公民館図書室にある図書を利

用できるように電話・ファックス・インターネットにより受付し，郵送で貸出する

サービスを実施する。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 ホームページ等を活用し，郵送サービスを広報した。

（実績） 実施件数：２件

21年度 継続実施

22年度 継続実施

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

⑥ 実 施 図書館情報の提供 担当 教育委員会事務局

項 目 部署 中央図書館

概 要 図書館に対する意識の啓発を図るため，市広報紙やホームページに図書館が実施

している各種事業や図書情報，サービス情報などを掲載し，積極的に情報提供を行

う。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 「広報つくば」及び中央図書館ホームページを活用し，情報の提供を行った。

（実績）

21年度 継続実施

22年度 継続実施

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施



- 74 -

⑦ 実 施 施設間メール便の実施 担当 教育委員会事務局

項 目 部署 中央図書館

概 要 市民の利便性を向上するため，中央図書館にある本の貸し出しと返却を公民館図

書室でできるよう施設間メール便を実施する。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 中央図書館及び谷田部，筑波，小野川，茎崎公民館図書室間に配送便を運行した。

（実績） 運行曜日：火曜日～日曜日，運行数：280便

21年度 継続実施

22年度 継続実施

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

（２）窓口事務の総合化（ワンストップサービス）

① 実 施 ワンストップサービスの拡充 担当 市民部市民課，各窓口センター，

項 目 部署 関係各課等

概 要 平成22年５月に開庁する新庁舎窓口の基本理念の一つである「歩かせない」に基

づき，関係する一連の手続きについて，１カウンターで一括して対応する「住民異

動関連届出受付窓口」や福祉全般にかかる「届出・申請窓口」を設置する。また，

各窓口センターにおいて取り扱う住民基本台帳事務及び戸籍事務に連動する業務の

拡充を図る。（関連計画：新庁舎窓口サービス方針）

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 ５箇所の窓口センターと市民窓口課で298種類の広範囲な業務を受付し，ワンスト

（実績） ップサービスを実施した。また，新庁舎開庁と同時期に新たな桜窓口センター設置

を，現庁舎利活用方針に盛り込んだ。

21年度 新庁舎及び新窓口センターにおいて，現在と同様のサービスを行えるよう体制づく

り及び職員研修を実施。

窓口センター間で，サービスに偏りがないよう，総合窓口マニュアルを作成。

22年度 「住民異動関連届出受付窓口」や福祉全般にかかる「届出・申請窓口」を設置。

23年度 ワンストップ業務を行うための研修の充実。職員資質の向上。

24年度 つくば駅前窓口センター新設の検討。

人件費削減に向けた体制づくり。

25年度 継続実施

26年度 継続実施
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② 実 施 事務事業のマニュアル化の推進 担当 全課等

項 目 部署

概 要 行政事務の効率化・平準化を進めるため，各部署毎に事務事業のマニュアル化を

進める。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 ISO9001認証取得に際し業務の流れや要点などを記載した業務手順書を新たに作成

（実績） （筑波，豊里，茎崎，春日庁舎の ISO9001認証拡大部署）

ISO9001の認証取得に際し，業務手順書を作成や都市計画事務処理手引きの作成。

引き続きデジタル都市計画図作成を進める。（都市計画課）

21年度 ホ－ムペ－ジを活用した都市計画情報の発信や都市計画基本図の任意印刷化された

ことで，サ－ビスの向上が図られた。（都市計画課）

窓口センター間で，窓口サービスに偏りがないよう，総合窓口マニュアルを作成し

た。（市民窓口課）

22年度 継続実施

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

③ 実 施 ＩＴ研修の実施 担当 総務部

項 目 部署 人事課

概 要 年々複雑かつ多様化が進む行政事務の迅速化と効率化を図るため，ＩＴ研修を実

施する。（関連計画：つくば市ＩＴ推進プラン）

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 情報主管・情報調整主管研修 受講者数：118人

（実績） ＯＡ研修 受講者数：55人

21年度 情報主管・情報調整主管研修 受講者数：112人

ＯＡ研修 受講者数：72人

22年度 継続実施〈目標〉情報研修：100人，ＯＡ研修：60人

23年度 継続実施〈目標〉同上

24年度 継続実施〈目標〉同上

25年度 継続実施〈目標〉同上

26年度 継続実施〈目標〉同上
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（３）ＩＴ（情報技術）を活用した行政事務の効率化

① 実 施 電子申請及び施設予約の電子化等の拡充 担当 総務部情報システム課

項 目 部署 関係各課等

概 要 便利で利用しやすい市民サービスの実現に向け，ＩＣカード等による公的個人認

証制度を利用した電子申請・届出，施設予約の電子化等の拡充整備に努める。

（関連計画：つくば市ＩＴ推進プラン）

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 電子申請・届出システム及びかんたん申請・申込システムの運用。

（実績） つくば市での手続き案件は16業務，電子申請・届出件数は752件

21年度 電子申請届出サービスの運用，電子申請届出システムのバージョンアップ対応

施設予約システムにフットボールスタジアムつくばを追加

電子申請件数：750件

22年度 電子申請届出サービスの運用〈目標〉電子申請件数：800件

電子申請届出業務の追加等の検討，施設予約システムの運用

23年度 電子申請届出サービスの運用〈目標〉電子申請件数：850件

電子申請届出業務の追加等の検討，施設予約システムの運用，マルチペイメントの

検討

24年度 継続実施〈目標〉電子申請件数：900件

25年度 電子申請届出サービスの運用〈目標〉電子申請件数：950件

施設予約システムの運用，マルチペイメントの導入

26年度 電子申請届出サービスの運用〈目標〉電子申請件数：1,000件

施設予約システムの運用，マルチペイメントの運営

② 実 施 イントラネットの活用推進 担当 総務部

項 目 部署 総務課，情報システム課

概 要 イントラネット内の文書管理システムを利用した文書の起案・収受管理を行い，

事務の効率化・迅速化・ペーパレス化を図る。（総務課）

つくば市行政の円滑的運用を目的とし，出先機関も含めたスムーズな情報伝達等

の共通基盤として活用する。（情報システム課）

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 ＰＤＦ等電子化できるスキャナを総務課に配置し，イントラネット内に各課のデー

（実績） タ移行場所を設け，紙文書や資料等を電子化できるシステムを構築し，イントラネ

ットを活用した文書の電子化を進め，事務処理の効率化，迅速化・ペーパレス化を

図った。（総務課）

執行管理（契約事務）システムを導入。（情報システム課）

21年度 事務処理の効率化・迅速化・ペーパレス化に向けた文書管理システムの見直しを図

った。（総務課）
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公用車管理システムの変更を行う。出退勤システムを導入した。（情報システム課）

22年度 事務処理の効率化・迅速化・ペーパレス化に向けた文書管理システムの見直し（部

長決裁）を図る。〈目標〉電子化率：10％（総務課）

システム見直し作業を行う。（情報システム課）

23年度 文書管理システム活用により事務処理の効率化・迅速化・ペーパレス化を図る。

〈目標〉電子化率：15％（総務課）

システム見直し作業を行う。（情報システム課）

24年度 継続実施〈目標〉電子化率：20％（総務課）

25年度 継続実施〈目標〉同上（総務課）

26年度 継続実施〈目標〉同上（総務課）

③ 実 施 総合的なコミュニティ・ネットワーク機 担当 総務部

項 目 能の構築 部署 情報システム課

概 要 場所と時間を選ばずに情報サービスを享受できる（仮称）総合ネットワークセン

ターの構築を目指し，つくば市情報ネットワークセンターと連携し情報受発信機能

の拡充を図るとともに，より効果的な活用を図る。

（関連計画：つくば市ＩＴ推進プラン）

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 情報通信研究機構との共同研究実施。アニメーション作成支援システムによるワ

（実績） ークショップを実施。参加者は，58グループ計143名。

情報通信研究機構からつくば連携実験施設建物を賃借し，つくば市産業振興セン

ターとして利用するための基盤整備を行った。

21年度 平成21年６月つくば市産業振興センターがオープン，情報通信産業その他の先端産

業の分野にける産業支援を開始。また，新庁舎電算バックアップ施設等として利用

するため，施設改修を行った。共同研究実施。

22年度 つくば市産業振興センター及び新庁舎電算バックアップ施設の運営

協定書に基づく共同研究実施

機能拡充に向けた関係部局との調整等

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 情報ネットワークセンターと一体的に，市民活動支援，地域情報化推進，産業支援

等を実施。

④ 実 施 実効性のある情報セキュリティ対策の充 担当 総務部

項 目 実 部署 情報システム課

概 要 電子市役所として，信頼性の高い新たなサービスを展開していくため，情報セキ
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ュリティポリシーの見直し・運用管理を行う。さらに，職員へのセキュリティ関連

研修を徹底する。（関連計画：つくば市ＩＴ推進プラン）

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 情報責任者である各課等の長に，セキュリティ研修として，情報漏洩対策セミナー

（実績） を実施。情報調整主管・情報主管に対して，情報セキュリティ研修を実施した。

情報漏洩セミナー受講者：82名，情報セキュリティ研修受講者：38名

21年度 情報セキュリティ関連研修の実施 研修受講者：130人

22年度 情報セキュリティに係る先進地視察，情報セキュリティポリシー見直し実施，

情報セキュリティ関連研修の実施〈目標〉研修受講者：140人

23年度 情報セキュリティポリシー実施手順書等作成，情報セキュリティ関連研修の実施

〈目標〉研修受講者：150人

24年度 情報セキュリティポリシー実施手順書に係る研修実施，

情報セキュリティ関連研修の実施〈目標〉研修受講者：160人

25年度 情報セキュリティ内部監査等実施，報告書取りまとめ

情報セキュリティ関連研修の実施〈目標〉研修受講者：170人

26年度 継続実施〈目標〉研修受講者：180人

⑤ 実 施 インターネットを活用した各種申請書・ 担当 総務部

項 目 届出様式の市民向けダウンロードサービ 部署 情報システム課

スの拡充

概 要 行政サービスの向上及び事務の効率化を図るため，各種様式をホームページに掲

載し，ダウンロード配信するサービスを行う。

（関連計画：つくば市ＩＴ推進プラン）

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 ホームページ総合管理システム及びサーバが新設されたことに伴い，「つくば市

（実績） 申請書ダウンロード」サイトを，旧サーバから新サーバへ移行した。

各課等が，必要に応じて随時，申請書等をダウンロードサイトへアップ，メンテ

ナンスできるようにした。

21年度 各課等が，随時ダウンロードサイトの拡充，メンテナンスを実施。

22年度 継続実施

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施
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⑥ 実 施 工事情報の提供 担当 都市建設部道路課，営繕・住宅課，

項 目 部署 上下水道部水道工務課，下水道整

備課，関係各課等

概 要 道路工事や上下水道工事の情報を市ホームページを通じて市民に配信し，渋滞や

事故発生率の緩和を図る。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 建築工事情報（10,000千円以上６件）をホームページで配信（営繕・住宅課）

（実績） 水道工事情報をホームページで配信（水道工務課）

下水道工事情報をホームページで配信（下水道整備課）

21年度 道路工事情報（26件）をホームページで配信（道路課）

建築工事情報（９件）をホームページで配信（営繕・住宅課）

水道工事情報をホームページで配信（水道工務課）

下水道工事情報をホームページで配信（下水道整備課）

22年度 継続実施

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

⑦ 実 施 中央図書館と公民館図書室とのオンライ 担当 教育委員会事務局

項 目 ン化の運用 部署 中央図書館

概 要 中央図書館と各公民館図書室とのオンライン化を実施して，市民の利便性の向上

を図る。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 中央図書館および各公民館図書室が所蔵する蔵書の検索と予約，インターネットか

（実績） ら予約した中央図書館所蔵図書資料の各公民館図書室での受取，各公民館図書室の

延滞利用者に対する中央図書館でのメールによる督促も継続して行った。

21年度 継続運用

22年度 継続運用

23年度 継続運用

24年度 継続運用

25年度 継続運用

26年度 継続運用
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⑧ 実 施 市議会定例会，臨時会，各委員会等の会 担当 議会事務局

項 目 議録の市ホームページへの掲載 部署 議会総務課

概 要 市ホームページに掲載することにより広く市民に公開し，市民の利便性の向上を

図る。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 今年度開催された定例会，臨時会，各委員会等の会議録を作成し，ホームページで

（実績） 公開。また，平成20年12月から会議録検索システムを導入し，定例会会議録は平成

10年から，各種委員会会議録は平成16年から瞬時に情報収集できるようにした。

21年度 定例会，臨時会，各委員会等の会議録を作成し，ホームページで公開。

22年度 継続実施

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施



- 81 -

８ 外郭団体の効率的な運営を目指します。

・安定的な事業収益の確保や運営コストの適正化など経営内容全般に関し，

適切な指導や助言等を行い経営の健全化を目指します。

・自主独立による団体運営が図れるよう推進します。

①出資法人の経営健全化

②外郭団体等の適正な運営

③つくば市区会連合会の自主的な運営

④各種まつりイベントへの補助金の見直し

① 実 施 出資法人の経営健全化 担当 関係各課等

項 目 部署

概 要 市が50％以上出資又は出えんしている法人について，経営状況を点検評価し，情

報公開，役員報酬の見直し，職員給与の適正化，人員体制の簡素効率化の適切な指

導により，経営改善を促進する。

〈対象出資法人〉

・（財）つくば都市振興財団（出資比率71.1％）

・つくば市土地開発公社（出資比率100％）

※出資比率は，平成21年４月時点

つくば都市振興財団との緊密な連携のもと経営状況を点検評価し，事業の再検討，

人員体制の簡素効率化の適正な指導により経営改善を促進させる。（生涯学習課）

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 つくば都市振興財団の自主事業の安定化，文化施設の指定管理を含む自立経営を促

（実績） 進するための指導，助言を行った。（国際文化課）

平成20年度補助金額：19,500千円（前年比△3,000千円）

21年度 指定管理を含む全体経費の見直しと，段階的な自主運営の基盤整備を推進した。

（派遣職員１名の減）（国際文化課）

22年度 引き続き文化施設の指定管理を含む自立経営を促進するための指導，助言を行うと

ともに，新公益法人移行のための調査・準備（移行期限：平成25年11月）を行う。

（生涯学習課）

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施
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② 実 施 外郭団体等の適正な運営 担当 関係各課等

項 目 部署

概 要 各団体との緊密な連携のもと，経営状況を点検評価し，情報公開，役員報酬の見

直し，職員給与の適正化，人員体制の簡素効率化の適切な指導により，適正な運営

を促進する。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 つくば市社会福祉協議会について，自主事業の拡張，市の受託事業や指定管理者の

（実績） 受託等に積極的に取り組み，自主財源の安定化，自立経営の促進を指導，助言を行

った。（社会福祉課） 平成20年度補助金額：163,165千円

21年度 社会福祉協議会補助金については，委託事業の受託件数が伸びず，職員の昇給，昇

格のため，前年度より増額する結果となった。（社会福祉課）

22年度 外郭団体等の適正な運営を図る。（関係各課）

つくば市社会福祉協議会について，引き続き積極的な新規の事業受託を助言・指導

し，段階的な自主運営の基盤整備を推進する。（社会福祉課）

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施

26年度 継続実施

③ 実 施 つくば市区会連合会の自主的な運営 担当 市民部

項 目 部署 市民活動課

概 要 つくば市区会連合会，各地区区会連合会について，自主独立の観点から，自主的

な運営を目指していく。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 区会事務職員が市の文書等配布業務に必要な区長名簿等の管理を行い，市区会連

（実績） 合会及び各地区区会連合会の役員会・総会の資料を作成したほか，会議の運営は，

各役員が行った。

また，６地区中３地区の地区区会連合会は，それぞれの会計係が予算の管理をし

ているが，残り３地区においても，地区区会連合会が管理できるよう調整を図った。

21年度 残り３地区の地区区会連合会にも，予算の管理を移管した。従って，６地区全て予

算の管理を地区区会連合会で行うことになった。

22年度 平成21年度の実績を継続するとともに，各地区区会連合会総会等の資料を地区役員

で作成できるよう調整を行う。

23年度 継続実施

24年度 継続実施

25年度 継続実施
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26年度 継続実施

④ 実 施 各種まつりイベントへの補助金の見直し 担当 経済部

項 目 部署 観光物産課

概 要 各種まつりイベントの補助金の見直しを進める。

年 度 実 施 予 定 内 容

20年度 平成18年度よりひまわりまつりを文化祭と合同開催とし，補助金を削減した。

（実績） 各種まつりへの補助金額：25,130千円

21年度 新庁舎の開庁記念事業を見据え，必要な予算措置を行う。

22年度 この年度は新庁舎の開庁記念事業により予算増が見込まれるため，平成21年度以前

のまつりイベントへの補助金をベースに見直しの検討を開始する。

23年度 今後の各種まつりイベントをどうするかを検討し，事業の規模，事業主体等のあり

方について詳細なプランニングをたてて，予算削減を目指す。

〈目標〉削減額：1,000千円（平成20年度比）

24年度 継続実施〈目標〉削減額：2,000千円（平成20年度比）

25年度 継続実施〈目標〉削減額：3,000千円（平成20年度比）

26年度 継続実施〈目標〉削減額：4,000千円（平成20年度比）


